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豊橋技術科学大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(3) 自己点検・評価及び情報提供
② 情報公開等の推進に関する目標

中 ① 大学活動に関する情報を積極的に提供する。（【154】～【157】）
期
目 ② 社会からの情報の公開に関する要望に対応できるシステムを構築する。（【158】）
標

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成19年度計画 状況

中 年 中 年
平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定

期 度 期 度

【154】 （平成16～18年度の実施状況概略）
大学の地域社会等に対する戦 Ⅲ 「企画広報室」を設置し，ウェブを中心とす

略的な広報活動及び評価に対応 る大学の地域社会等に対する戦略的な広報活動
する各種データベースの統括を を推進するため，広報誌をオンラインマガジン
図るため，学長補佐を室長とす 化した。また，学内データベースの構築を推進
る「企画広報室」を設置する。 するため，従来から整備していた教育・研究活

動情報の内容の見直し・充実を図った。

【154-1】 （平成19年度の実施状況）
（19年度以降は年度計画なし） 【154-1】

【155】 （平成16～18年度の実施状況概略）
「サテライト・オフィス」を Ⅲ 豊橋駅前サテライト・オフィスを設置し，技 設置した「サテライト・オ

地域社会や海外に対する大学情 術相談，ミニ大学院アフターファイブコース等 フィス」が地域社会や海外地
報の発信拠点とする。 地域連携等の事業を実施するとともに，大学情 域で，大学情報の発信拠点と

報をパネル展示するなど大学活動の広報に努め して，より活用されるよう整
た。 備する。
また，中国とインドネシアに海外サテライト

・オフィスを設置し，国際連携コーディネータ
ーを配置して，本学の研究情報，入試情報の提
供及び現地情報の調査を行った。

（平成19年度の実施状況）
【155-1】 Ⅲ 【155-1】

「サテライト・オフィス」を地域社会 豊橋駅前サテライト・オフィスにおいては大
や海外に対する大学の戦略的広報活動の 学の刊行物等を常置し，また 新の大学情報を
発信及び情報収集拠点として有効的に活 掲載したパネルなどを展示し広報活動に努める
用する。 とともに，当該オフィスでの開催イベントをWe

bサイト，あるいは市政記者室を介してアナウ
ンスした。
海外サテライト・オフィスにおいては英文概

要等，本学刊行物を配架し，大学情報の発信に
努めるとともに，現地情報調査のため国際連携
コーディネータを継続配置した。
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【156】 （平成16～18年度の実施状況概略）
大学の主要な活動等に関する Ⅲ 企画広報室において情報提供の方法等につい 大学の主要な活動等に関す

情報提供の方法，内容，対象等 て検討し，地元紹介誌及び新聞への有料企画広 る情報提供の方法，内容等に
について検討を行い，積極的に 告を掲載し，積極的に本学のPR活動を行った。 ついて,情報発信の体制及びWe
情報を公開する。 また，広報誌「天伯」をオンラインマガジン bサイト充実を図るとともに，

化し，従来の内容を踏襲しつつ，学外者の視点 マスメディアとの連携体制を
を意識した構成とした。 確立する。

また，学内での情報提供体
（平成19年度の実施状況） 制を一本化し,広報活動への全

【156-1】 Ⅲ 【156-1】 学の協力体制を確立する。
積極的な情報公開を行うため，学内外 積極的な情報公開を行うため，テレビＣＭ，

で行う大学の主要な活動情報を収集し， 新聞広告等の有料企画広告を積極的に活用し
公式ホームページ，ウェブサイト，自治 た。
体広報誌及びマスメディアに戦略的に掲 また，大学活動情報の効果的な広報宣伝活動
載・提供する。教育研究並びに大学管理 方策を検討し，「豊橋技術科学大学における広
運営に係る活動情報・成果等の効果的な 報活動の取組について」を策定した。
広報宣伝活動方策等を検討し，オープン
キャンパス等における学外見学者への情
報公開及び情報収集を促進する。さらに，
大学の各種広報媒体を見直し，より効果
的な広報の在り方を検討する。

【157】 （平成16～18年度の実施状況概略）
学内にある各種の情報を一元 Ⅲ 教員の研究業績等について，全教員の研究業 目標評価室を中心として次

管理し，広報活動及び評価等に 績等を収集し，データベースを構築して，教員 期データシステムを構築し，
対応できる情報データベースシ 個人評価等に活用した。 そこで集められた情報を活用
ステムを構築する。 また，教員紹介，共同研究技術シーズ情報に し，データの再利用性を高め

ついても，毎年 新データに更新し，公式ウェ る。
ブに公開した。

（平成19年度の実施状況）
【157-1】 Ⅲ 【157-1】

広報活動及び大学評価等に対応するた 広報活動及び大学評価等に対応するため，学
め，学内外で行う大学の主要な教育・研 内外で行う大学の主要な教育・研究活動情報デ
究活動情報データを収集するとともに， ータを収集した。
収集項目・内容等の見直しを行い，充実 各部局がもつ各種情報を効率的に収集し，有
を図る。また，蓄積された 新情報を部 効活用するため，現行の研究業績等データベー
局等が恒常的に利用できる効率的な体制 スシステムの強化について検討した。
・方法等を検討し，整備する。

【158】 （平成16～18年度の実施状況概略）
モニター制度やウェブを活用 Ⅲ 広報誌「天伯」のオンラインマガジンに利用 公式ウェブサイトのリニュ

し，情報の公開に関する意見・ 者からの意見，感想，提言等を収集するシステ ーアルを進め,より効果的な情
要望等が収集できるシステムを ム「メールフォームシステム」付加した。 報発信を図り,さらにはいただ
構築する。 また，公式ホームページについて，教職員の いた意見に対して,対応できる

視点から見た改善点や，提案などの意見・要望 体制づくりを構築する。
を把握することを目的としたアンケート調査を
実施した。

（平成19年度の実施状況）
【158-1】 Ⅲ 【158-1】

オンラインマガジン広報誌に構築した オンラインマガジン「天伯」のアンケート収
意見・要望等収集システムにより得られ 集方法を検討し，より記述しやすい方法を採用
た意見等を分析し，広報誌の見直し・充 するとともに，アンケート結果を事務局ホーム
実を図る。公式ホームページのアクセス ページで公開した。
状況等を分析し，コンテンツ等の配置に また外部機関(日経BP)のサイト・ユーザビリ
関する見直しを行う。さらに公式ホーム ティ調査を利用し,公式ホームページの客観的



- 32 -

豊橋技術科学大学

ページへの意見・要望等収集システムの 評価を行い,現在ある問題点を検証した。
機能付与について検討する。オープンキ
ャンパス参加者へのアンケートを実施
し，情報公開に関する意見要望等を収集
・分析し，学内で実施する情報公開の在
り方を見直す。

ウェイト小計
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（３）自己点検・評価及び情報提供に関する特記事項等

１．特記事項 豊橋駅前「サテライト・オフィス」において，大学概要や各種事業案内等の刊
行物の設置，大学の特色・研究成果をまとめたパネルの展示により地域社会に対

【平成16～18事業年度】 して積極的に情報発信を実施した。さらに，インドネシアバンドン工科大学内の
(1)平成17年度に大学評価・学位授与機構が実施する大学機関別認証評価を全国の 「サテライト・オフィス」及び17年度に設置した中国東北大学内の「サテライト
国立大学に先駆けて申請し，認定された。また，大学点検・評価委員会の下に認証 ・オフィス」においても積極的に大学情報を海外に向けて発信した。
評価専門部会を設置して，研究活動に関する自己点検・評価を行い，18年度に大学
評価・学位授与機構が実施する大学機関別認証評価「選択的評価事項Ａ 研究活動 【平成19事業年度】
の状況」に申請し，目的の達成状況が良好であるとの評価を得た。 大学活動に関する情報を地域社会や海外に提供するため，「企画広報室」を中心

として積極的な情報提供を行っており，「共同研究の技術シーズ情報」等をホーム
(2)教員の教育研究活動に関する評価について，評価基準を作成し，全教員を対象 ページで公開するとともに「共同研究候補テーマ一覧2007」等の改訂発行を行い，
として試行評価を実施した。その結果を踏まえ，19年度から個人評価を実施するこ 各種フェア等で配付して研究情報を積極的に発信した。
とを決定した。また，この評価結果を参考にして教育に関して特に顕著な功績を挙 また，オンラインマガジン「天伯」のアンケート収集方法を検討し，より記述
げた教員を「教育特別貢献者」として表彰することとした。 しやすい方法を採用するとともに，アンケート結果を事務局ホームページで公開
一般職員については，人事評価基準の実施方法・体制を整備し，一部の職員を対 した。

象に試行評価を実施し，その結果を検証した。また，19年度は全ての一般職員を 豊橋駅前サテライト・オフィスにおいては，当該オフィスでの開催イベントをW
対象とする試行評価を実施することを決定した。 ebサイト，あるいは市政記者室を介してアナウンスした。同様に海外サテライト

オフィスにおいては，英文概要等，本学刊行物を配架し，大学情報の発信に努め
【平成19事業年度】 るとともに，現地情報調査のため国際連携コーディネータを継続配置した。
(1)試行結果を踏まえ，教員の教育研究活動に関する個人評価を実施するとともに，
評価結果を昇給等の資料として活用した。同様に，この結果を参考にして教育に関 ○従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。
して特に顕著な功績を挙げた教員を「教育特別貢献者」として表彰した。また，一
般職員の人事評価について，前年度の試行評価結果を踏まえ，第２次試行評価とし 【平成16～18事業年度】
て一般職員全員を対象に実施した。 平成16～18事業年度に係る評価結果においては，具体的指摘事項はない。

なお，各事業年度に係る業務実績の評価結果については，大学運営会議，代議
(2)積極的な情報公開を行うため，テレビＣＭ，新聞広告等の有料企画広告を積極 員会で報告し，大学ホームページに掲載するとともに，職員連絡会等を通じ学長
的に活用するとともに，大学活動情報の効果的な広報宣伝活動方策を検討し，「豊 が全教職員に対して報告を行うなど，構成員それぞれが大学運営に活用すること
橋技術科学大学における広報活動の取組について」を策定した。 を可能としている。

２．共通事項に係る取組状況

○情報公開の促進が図られているか。

【平成16～18事業年度】
大学活動に関する情報を地域社会や海外に提供するため，「企画広報室」を中心

として積極的な情報提供を行った。
「共同研究の技術シーズ情報」や「研究紹介2006」を発行し，冊子版と併せて電

子ブックを大学ホームページに掲載し，本学の研究情報を積極的に広く社会に発信
した。
また，広報誌「天伯」について大幅な改善検討を行い，ウェブ充実化及び経費節

減を考慮し，18年度からオンラインマガジン化した。
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(4) その他業務運営に関する重要事項
① 施設設備の整備・活用などに関する目標

中 ① 大学が策定するキャンパス・マスタープランに基づき，大学活動の基盤となる施設設備の整備を，国の財政措置の状況を踏まえつつ計画的に推進する。
（【159】～【160】）

期
② 施設の機能向上を図り，その活性化を推進する。（【161】～【162】）

目
③ 効果的・効率的な施設利用を促進するため，施設利用等の弾力化を推進する。（【163】～【164】）

標
④ 教育研究環境の安全性，快適性の確保を推進する。（【165】～【166】）

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成19年度計画 状況

中 年 中 年
平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定

期 度 期 度

【159】 （平成16～18年度の実施状況概略）
本学の基本理念に基づき策定 Ⅳ 施設設備の整備等について，キャンパス・マ 長期修繕計画を見直し，時

したキャンパス・マスタープラ スタープランに基づき，平成16年度講義棟空調 宜に応じた概算要求を行い早
ンにより，教育・研究，国際交 機取設工事，平成17年度体育館耐震改修工事， 期実施を図る。
流及び産学連携等を促進するた 平成18年度情報メディア基盤センター空調設備 また，新たなる整備手法（寄
め，国の財政措置の状況や社会 ・外壁改修工事及び高師住宅天井改修工事（ア 付金，長期借入等による新築
情勢の変化，施設需要の変化等 スペスト対策工事）を実施した。 ・改修整備）を促進する。
を踏まえ，施設設備の整備・充
実を推進する。 （平成19年度の実施状況）

【159-1】 Ⅳ 【159-1】
キャンパス・マスタープランの老朽施 物質人文社会研究棟耐震改修工事が予算化さ

設改修計画・年次計画の見直しを行い, れ，改修工事を実施した。
必要な予算を要求するとともに，自助努 また開学30周年事業の一環として，同窓会か
力による施設設備の効率的な整備・充実 らの寄付金により，学生交流会館及び陸上競技
を検討する。 場夜間照明を整備した。

さらに学生の利便性を考慮し，教務部学生窓
口改修工事を実施した。

【160】 （平成16～18年度の実施状況概略）
民間資金等の活用（PFI）等 Ⅳ 民間資金等の活用等の新たな整備手法の導入 学生寄宿舎新棟を長期借入

の新たな整備手法の導入につい について検討し，長期借入金による学生寄宿舎 金により整備する。また，自
て，検討を行う。 新棟の整備を計画した。 助努力により既存学生寄宿舎

の改修整備を図る。
【160-1】 （平成19年度の実施状況）

（19年度は年度計画なし） 【160-1】
長期借入金による学生寄宿舎新棟の整備につ

いて，文部科学省と協議し，借入の認可申請に
あたっての事前確認通知を受けた。

【161】 （平成16～18年度の実施状況概略）
建物の耐震診断を計画的に実 Ⅳ 昭和56年以前建設の建物の耐震診断を実施 長期修繕計画を見直し，時

施し，新耐震基準に合致する耐 し，診断結果に基づき耐震改修計画を策定した。宜に応じた概算要求を行い早
震改修の促進に努める等，施設 また，建物の耐力度調査，学内巡回・点検に 期実施を図る。また，課金制
設備の安全対策を積極的に推進 基づき，修繕計画を策定した。これらの計画に 度等を恒常化し，学内予算を
する。 基づき，校舎耐震改修及び老朽施設の改修を実 使用し老朽施設の改善を実施
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施した。 する。

【162】 （平成19年度の実施状況）
教育・研究の高度化・情報化 【161-1,162-2】 Ⅲ Ⅳ 【161-1,162-2】

の進展等に対応させるため，老 キャンパス・マスタープランに基づ 施設整備費補助金により，物質人文社会研究
朽施設の改善を推進する。 き，安全対策を積極的に推進するため， 棟の耐震改修工事及び空調機改修（更新）工事

校舎等改修工事に係る計画を見直し, 実 を実施した。また，キャンパス・マスタープラ
施を検討する。 ンに基づく，機械建設研究棟・機械建設研究実

験棟２・事務局管理棟の耐震改修工事が平成19
年度補正事業として予算措置された。

【163】 （平成16～18年度の実施状況概略）
施設の点検・評価を定期的に Ⅲ 施設マネジメントを全学的に取り組むため， 施設の点検・評価を定期的

実施する等の，全学的な視点に 全学的な組織である環境保全・エネルギー対策 に実施する等の施設マネジメ
立った施設マネジメントシステ 委員会を設置し，施設課に施設マネジメント担 ントシステムを整備し，課金
ムを整備する。 当を配置し，体制を整備した。 制度を恒常化し，施設等修繕

また課金制度により得た資金を施設等修繕費 費（スラム化解消費）に充て，
（スラム化解消費），共用スペース改修費に充 施設の機能向上を図る。
て，修繕工事，改修工事を行った。 併せて共用スペースの集約

・改修整備を行い，より一層
（平成19年度の実施状況） の有効活用を図る。

【163-1】 Ⅲ 【163-1】 省エネルギー及び経費節減
施設マネジメント（施設の機能向上， 空き共用スペースの公募方法及び共用スペー のため，啓発活動，トップラ

安全性の確保，スペースの有効活用，コ スの使用希望について協議し，フォーマットを ンナー機器（ も省エネとな
スト管理）の新たな手法及び具体的方策 作成，共用スペースの一部は新規プロジェクト る機器）への更新等を行う。
を見直し，実施する。 研究（先端農業バイオリサーチセンター）等に また，新たなる整備手法（寄

再配分し，有効利用を図った。 付金，長期借入等による新築
・改修整備）を促進する。

【164】 （平成16～18年度の実施状況概略）
プロジェクト研究等に対応し Ⅲ 「施設有効利用に関する規則」，「施設有効利 課金制度を恒常化し，共用

た全学共用スペースの整備・拡 用に関する実施細則」等を整備し，各系等が使 スペースの集約・改修整備を
大等により，施設の有効利用及 用している面積へ課金をする課金制度を導入す 計画し，委員会及び学内ホー
びスペースの効率的な運用を推 るとともに，共用スペースの供出を受けた。 ムページにて公募，よりいっ
進する。 供出を受けた共用スペースは，課金制度によ そうの有効活用を図る。

り得た資金で改修し，一部を新規プロジェクト
研究等に再配分した。

（平成19年度の実施状況）
【164-1】 Ⅲ 【164-1】

既存施設の利用状況調査に基づく点検 既存施設の利用状況調査を行い，点検・評価
・評価の見直し，実施及び課金制度によ を実施した。共用スペースの一部は課金金額を
り確保された共用スペースをプロジェク 使用し改修のうえ，新規プロジェクト研究等に
ト研究等に対応した施設に改修し，有効 再配分し，有効利用を図った。また，情報通信
利用を図る。また，学内の全学共用貸し 実験棟，極低温実験棟に８室，393㎡の共用ス
出しスペースの有効利用を推進する。 ペースを確保し，有効利用を図った。

【165】 （平成16～18年度の実施状況概略）
予防保全と事後保全との費用 Ⅲ 年間の維持保全業務及び経費のリストを作成 安全性及び快適性の確保の

対効果を検討することにより， し，各業務の予防保全と事後保全のどちらが有 ため，保全業務の内容を見直
計画的な施設設備の維持保全を 効であるか検討し，計画的な維持保全業務を実 し，計画的な保全業務を実施
推進する。 施し，安全性，快適性を確保した。また，維持 する。

保全業務の年間実施計画に基づき点検方法・発
注方法の見直しを行い，経費削減を図った。
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（平成19年度の実施状況）
【165-1】 Ⅲ 【165-1】

安全性及び快適性の確保のため，計画 維持保全業務の年間実施計画に基づき，計画
的な保全業務執行を実施する。 的な保全業務を行い，安全性及び快適性の確保

を図った。
各種保全業務の点検方法，発注方法の見直し

を行い，経費の削減を図った。また，各社電話
サービス通話料金を分析し，契約先を変更した
ことにより通話料金を抑制した。

【166】 （平成16～18年度の実施状況概略）
省エネルギー・省コスト対 Ⅲ 省エネポスターの掲示，省エネルギー期間の 省エネルギーの実現及び省

策，環境対策やバリアフリー対 設定，夏季全学一斉休業の実施，講義棟照明器 エネルギー活動を効果的に推
策等を推進する。 具の高周波照明器具への交換等省エネルギー対 進することを目的とした，エ

策を実施するとともに夏季電力ピークカットの ネルギーの使用に関する実施
ため，建物ごとの空調電力抑制を実施し，電力 計画書（管理標準）を見直し，
使用量の低減を図った。 内容の充実を図り，省エネル

また，「ごみ処理指針」を作成し，新入生オ ギー・省コスト対策を実施す
リエンテーションで配布し，ゴミの減量，分別 るとともに，ごみの減量，清
の徹底について説明した。 掃等環境対策を実施する。
さらに身障者エレベータ，トイレ，スロープ また，予算の状況及び施設

の設置等を盛り込んだ「施設バリアフリー化推 バリアフリー化優先順位に基
進計画」を策定した。 づき，身障者エレベータ，ト

イレの設置等のバリアフリー
（平成19年度の実施状況） 対策工事を実施する。

【166-1】 Ⅲ 【166-1】
エネルギーの使用に関する実施計画書 知識情報研究実験棟の照明器具369台の安定

（管理標準）の見直しを行い，内容の充 器を高周波照明器具に取替え，省エネルギー・
実を図り，省エネルギー・省コスト対策 省コスト対策を行った。
を実施するとともに，ごみの減量に関す また，私物ごみの処分方法等，ごみの分別方
る対策を検討し，実施する。また，学内 法について学内通知し，ごみの減量に関する対
予算の状況及び施設バリアフリー化優先 策を実施した。
順位を見直し，トイレの設置等，バリア 物質人文社会研究棟３階バリアフリー対策工
フリー対策工事を計画的に実施する。 事を実施し，講義棟３階へのエレベータによる

移動を可能とした。

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(4) その他業務運営に関する重要事項
② 安全管理に関する目標

中 ① 学内の安全管理体制の整備を図るとともに，職員・学生の健康管理，災害事故防止対策の充実を図る。（【167】～【169】）
期
目 ② 情報セキュリティーを強化する。（【170】～【171】）
標

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成19年度計画 状況

中 年 中 年
平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定

期 度 期 度

【167】 （平成16～18年度の実施状況概略）
労働安全衛生法等の法令等に Ⅲ 安全衛生委員会を設置し，総括安全衛生管理 安全衛生管理体制の見直し

基づき職員の健康の保持増進， 者（事務局長），衛生管理者（４名（うち１名 ・再編成を行い，責任者的立
危険及び健康障害の防止等，安 専任）），産業医（外部委託），エックス線作業 場にある教育職員をトップと
全及び衛生に係る事項を推進す 主任者，安全衛生管理者（系長・センター長・ し，衛生管理者についても教
るため，「安全衛生委員会」を 部長），安全衛生担当者（各系，各機構，総務 育職員により構成するなどし
設置するとともに，衛生管理者， 部，教務部から各１名）の他，安全衛生上の責 て，全学的な安全衛生管理体
毒物・劇物管理責任者，放射線 任者等を全て配置した。 制の強化を図り，安全衛生に
管理者等を配置する。 係る事項を推進する。

（平成19年度の実施状況） 労働安全衛生法に定める健
【167-1】 Ⅲ 【167-1】 康診断を実施し，受診率向上

安全衛生に関する事業の全学的な企画 安全衛生に関する事業の全学的な企画立案， に努めるともに，学生・非常
立案，職場巡視等の強化を目的として， 職場巡視等の強化を目的として，安全衛生委員 勤職員に対する健康診断も充
安全衛生管理体制を見直し，再編成する。 会と連携する安全衛生管理推進本部を設置し 実させ，職員・学生の健康の
また，労働安全衛生法等に基づき，職員 た。総括安全衛生管理者（安全衛生担当副学長）保持増進及び健康障害の防止
・学生の健康障害の防止及び健康の保持 を本部長とし，各系長・部長，衛生管理者等を に努める。
増進のため，メンタルヘルスを含め，健 構成員とする安全衛生管理体制を整備した。 また，健康診断結果に基づ
康に関する講習会を実施し，啓発を行う。 また，職員の健康障害の防止及び健康の保持 く産業医等の保健指導や健康

増進のため,メンタルヘルスに関する講習会を 上の不安を有する職員に対す
実際に医療機関で治療に当たっている専門家を る面接指導を推進する。
講師に招き実施した。

【167-2】 【167-2】
衛生管理者等の法定有資格者の拡充を Ⅳ 教育職員を中心として衛生管理者資格取得者

さらに図り，安全衛生管理体制を強化す の大幅な増員（31名増）を図った。
る。 また，衛生管理者を新設した安全衛生管理推

進本部の構成員とし，衛生管理者の職務遂行の
円滑化を図った。

【167-3】 【167-3】
健康診断を計画的に実施し，職員及び Ⅲ 労働安全衛生法において，実施を義務づけら

学生の健康管理の充実を図る。 れている各種健康診断を計画的に実施した。
また，勤務形態や生活習慣の偏りからくる健

康上の不安を抱える職員に対し，産業医による
保健指導を実施した。
さらに，学生を対象とした定期健康診断の検

査項目の見直しを行い，耳鼻科及び眼科の検査
項目を廃止するなど経費の削減と内臓疾患に対
する検査を実施した。特に新入生に対し，心と
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【167-4】 体の健康調査を実施し，学生の健康状態の把握
労働安全衛生法による各種健康診断を に努めた。

実施するとともに，その結果に基づき，
産業医による保健指導，事後措置指導等 【167-4】
を実施する。 Ⅲ 労働安全衛生法に規定する各種健康診断を計

画的に実施し，健康診断の受診結果が有所見者
と判断された者に対しては，産業医による保健
指導及び再検査の受診を促すとともに，業務上
の措置の必要性の有無について産業医に判断を
依頼するなどのアフターフォローを実施した。

【168】 （平成16～18年度の実施状況概略）
健康・安全管理に関する情報 Ⅲ 産業医，労働安全衛生コンサルタント等に専 今後も継続して安全及び衛

の収集，職員への周知を積極的 門家としての立場で，本学の状況や社会問題等 生に関する講演会を実施する
に行うとともに，安全管理マニ と関連した話題について講演会等を定期的に実 とともに，ヒヤリハット及び
ュアルを作成し，職員に配付し， 施した。 事故事例についても情報収集
安全衛生に対する啓発を行う。 作業手順書の作成を支援する専門部会を設置 及び提供を促進し，それらの

し作業手順書を作成し，それを活用して安全衛 情報を分析，検討したうえで，
生教育を実施した。 安全衛生に関するマニュアル

を作成し，より一層の啓発を
（平成19年度の実施状況） 図ることにより，労働災害や

【168-1】 Ⅲ 【168-1】 実験中の事故，健康障害の防
産業医，労働安全衛生コンサルタント 労働安全衛生コンサルタント，産業医による 止に努める。

等による講演会を引続き実施し，職員に 講演会を実施し，安全及び健康に関する積極的
対して健康安全に関する情報を提供す な情報提供を行った。
る。

【168-2】
【168-2】 Ⅲ 各系等から提出した作業手順書を安全衛生委

各種作業の手順書を順次作成するとと 員会作業手順書作成支援専門部会において順次
もに，ヒヤリ・ハット報告書を随時作成 検討し，安全衛生委員会審議のうえ承認した。
し，安全衛生に対する啓発を行う。また， （全4回開催・39点承認）
安全衛生管理マニュアル作成に向け準備 作業手順書を当該作業場に備え付け，安全教
する。 育に際し利用させるため「安全衛生作業手順書

にもとづく安全講習実施記録表」を作成した。

【169】 （平成16～18年度の実施状況概略） 作業手順書及び安全衛生に
学生や職員の安全確保のた Ⅲ 定期的に職場巡視を実施し，巡視対象を廊下 関するマニュアルを作成し，

め，定期的に安全点検を実施す 等の共用部分のみから研究室，実験室内へ拡大 これらを活用した安全衛生教
るとともに，安全管理講習の計 した。 育を実施するとともに，継続
画的な実施や安全の手引の作成 学生への安全の手引きの継続配布及びガイダ して安全衛生に関する講演会
・配布による安全教育を実施す ンス等において事故防止について説明等を実施 及びAED講習会を実施し，労働
る。 した。また正課中の事故に対するマニュアルを 災害，実験中の事故防止に努

整備し，組織的な安全対策ネットワークを構築 める。
した。 教育職員を中心として衛生

管理に関する知識を向上させ，
（平成19年度の実施状況） 学生への安全教育の充実及び

【169-1】 Ⅲ 【169-1】 安全衛生管理体制の強化を図
衛生管理者による職場巡視や役員，安 衛生管理者による職場巡視の実施方法を見直 る。

全衛生管理者等による全学的な職場巡視 し，年間スケジュールを作成の上，計画的に巡 職場巡視は継続的に実施し
を計画的に実施し，危険箇所の把握を行 視することとした。併せて巡視箇所を建物内に 危険箇所の把握を行い，労働
い，改善に努める。また，作業手順書作 加え屋外，施錠してある居室及び無人の居室も 災害，実験中の事故防止に努
成を推進し，作成した作業手順書を活用 対象とし，安全衛生上の問題点の把握に努めた。める。
した安全教育を実施する。 作業手順書を当該作業場に備え付け，安全教 新入生及びTAに対し，実験

育に際し利用させるため「安全衛生作業手順書 ・実習中の事故防止に関する
にもとづく安全講習実施記録表」を作成し，手 ガイダンス等を実施するとと
順書を活用した安全衛生活動の啓発に努めた。 もに，学生配布用の安全の手

引きについて，各系における
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【169-2】 【169-2】 継続的な見直しと充実を図る。
安全衛生管理に関する講習会に安全衛 Ⅲ 事故，疾病等により心肺停止状態になった者 学生及び教職員の安全確保

生に関わる教職員を参加させ，資質の向 への対応のためAED（自動体外除細動器）講習 のための定期的な安全点検を
上を図り，職員・学生の安全衛生教育向 会(11/30)を実施した。 継続実施する。
上に努める。 「安全衛生委員会作業手順書作成支援専門部

会」開催時に，作業手順書を作成した研究室等
の担当者及び機器の使用者（主に学生）も参加
し，作業手順書の必要性，機器の使用時におけ
る注意点，作業手順書の作成上の留意点等につ
いて教育を行った。

【169-3】 【169-3】
新入生ガイダンス並びに研究室に配属 Ⅲ 学生に対する交通安全講習会等安全教育の継

された学生に対するガイダンスなどにお 続実施，安全対策マニュアル等の作成と学生へ
いて，実験中の事故防止対策など安全教 の配布，正課中の事故に対応できるネットワー
育を実施するとともに，安全の手引きの クの構築とそれらの事故対策の水平展開，学内
必要な見直しを行い，充実を図る。 設備の安全点検と問題箇所の改善等，全学を挙

げて学生や教職員の安全に対する取組みを継続
的に実施した。

【170】 （平成16～18年度の実施状況概略）
副学長（情報基盤担当）を委 Ⅲ 事務局情報システム端末のログイン認証の検 事務局情報セキュリティ対

員長とする「情報基盤機構委員 討を行い，セキュリティの強化を図った。 策基準の周知・徹底及び見直
会」を設置し，情報セキュリテ 事務局のクライアントパソコンについて,ワ しを行い，セキュリティの強
ィーの強化を図る。 イヤーロックによる物理的セキュリティ対策を 化を図る。

行った。また，事務局各課で必要なソフトウェ
アを担当係で一元的に管理することとした。

（平成19年度の実施状況）
【170-1】 Ⅲ 【170-1】

事務系のセキュリティポリシーを職員 事務情報化推進専門部会及び事務情報化推進
に周知させる。現システムの終了に伴う ＷＧを数回にわたり開催し，事務局機器の更新
他システムへの移行を検討する。事務局 計画の策定，各課の抱える問題点の検討等，情
で使用しているソフトウェアの管理を徹 報セキュリティ対策基準の策定を行い，セキュ
底する。 リティの強化を図った。

【171】 （平成16～18年度の実施状況概略）
情報セキュリティーポリシー Ⅲ 情報セキュリティポリシーの本格的な周知及 個人情報の保護及び適正な

の策定・評価・見直しを図る。 び遵守の啓発活動を行った。 管理について検討するととも
また，アンケートによる運用実態の調査や， に，次世代ネットワークの運

調査結果及び社会情勢の変化に基づくポリシー 用上の問題点を調査する。
の改訂を行った。

（平成19年度の実施状況）
【171-1】 Ⅲ 【171-1】

平成18年度に実施した運用実態調査の 学外へのサーバの公開を登録制にすることに
結果を基に，ネットワークの設定を安全 より，管理の行き届いていないサーバへの不正
なものにして，利用の形態を整理すると アクセスの危険性を減少させることができた。
ともに，引続き情報セキュリティーポリ また，ファイアウォールのポリシーを，遮断
シーの周知に努める。 を基本としたことにより，学内ネットワーク全

体の安全性が向上した。さらに，情報セキュリ
ティポリシー自己点検アンケートを毎年実施す
ることにより，セキュリティの検証と安全に対
する周知徹底を継続的に行う体制を整備した。

ウェイト小計
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（４）その他の業務運営に関する重要事項に関する特記事項等

１．特記事項 ２．共通事項に係る取組状況

【平成16～18事業年度】 ○施設マネジメント等が適切に行われているか。
(1)産業医によるメンタルヘルスに関する講演会を継続的に開催するとともに，過
重労働者への面接指導を制度化し，心身の健康上の不安を有する職員に対して産業 【平成16～18事業年度】
医その他専門の医師による面接指導ができるようにした。さらに，大学ホームペー (1)施設マネジメント実施体制及び活動状況
ジを活用し，心身の疲労の蓄積による影響及び対策について情報提供した。 施設マネジメントを全学的に取組むため，環境保全・エネルギー対策委員会を

設置するとともに施設課に施設マネジメント担当を配置し，体制を整備した。
(2)既存施設の点検・評価及び課金制度を実施し，課金制度によって得られた資金 施設の有効活用のため，各系の使用面積に課金する課金制度を実施し，得られ
の一部で共用スペースの改修を行った。改修後の共用スペースの一部は新規プロジ た資金を施設等修繕費（スラム化解消費）に使用した。また，各系から共用スペ
ェクト研究等に再配分するなど，有効利用を図った。 ースを供出し，これを課金による資金を使用して改修整備した。改修した共用ス

ペースの一部は，新規プロジェクト研究等に再配分して有効利用を図った。
(3)省エネルギーの実現を目的とした，「エネルギーの使用に関する実施計画書（管
理標準）」を見直し，内容の充実を図るとともに講義棟の照明器具222台の安定器を (2)キャンパス・マスタープラン等の策定状況
高周波照明器具に取替えるなど省エネルギー・省コスト対策を行った。また，私 平成16年度にキャンパス・マスタープランを策定し，年度ごとに見直しを行い，
物ごみの持込禁止，ごみの分別方法等について学内通知し，ごみの減量に関する対 耐震改修計画と老朽施設改修計画を統合した長期修繕計画を取り入れたキャンパ
策を実施した。 スマスタープランとした。

(4)学生や職員の安全確保のため，職場巡視点検指針の一部を改正し，巡視点検箇 (3)施設維持管理の計画的実施状況
所を拡大して研究室，実験室を加えるとともに，毎週水曜日を巡視点検日として年 年間の維持保全業務及び経費のリストを作成し，各業務の予防保全と事後保全
間スケジュールを作成し計画的に実施した。また，学長，理事，監事，安全衛生委 の有効性を比較検討し，計画的な維持保全業務を実施して安全性，快適性を確保
員会委員及び衛生管理者による全学職場巡視を実施し，特に毒劇物の保管状況及び した。また，維持保全業務の年間実施計画に基づいて点検方法・発注方法の見直
高圧ガス配管使用状況について点検を行った。 しを行い経費節減を図った。

【平成19事業年度】 (4)省エネルギー対策等の推進や温室効果ガス排出削減等の環境保全対策の取組状
(1)既存施設の利用状況調査を行い，点検・評価を実施した。共用スペースの一部 況
は新規プロジェクト研究（先端農業バイオリサーチセンター）等に再配分するとと 本学と他の工学系５大学の光熱水料等のデータを収集し，データの比較，分析
もに，経年劣化した未使用の空調機等を撤去し，スペースの有効利用を図った。ま を行った。また，環境保全・エネルギー対策委員会を中心として省エネルギー活
た，情報通信実験棟他で８室，393㎡の共用スペースを確保した。 動の啓発，省エネルギーポスターの作成，「夏季全学一斉休業」の実施，冬季暖房

期間の短縮，照明器具の高周波照明器具への交換及び夏季空調電力の抑制等によ
(2)教育職員を中心として衛生管理者資格取得者の大幅な増員（31名増）を図ると り環境保全対策に努めた。
ともに，衛生管理者を新設した安全衛生管理推進本部の構成員とし，衛生管理者の
職務遂行の円滑化を図った。 【平成19事業年度】

(1)施設マネジメント実施体制及び活動状況
(3)職場巡視点検の対象範囲を屋外等にも拡大し，安全衛生上の問題点の把握に努 既存施設の利用状況調査を行い，点検・評価を実施した。共用スペースの一部
めるとともに，各系等から提出した作業手順書を安全衛生委員会作業手順書作成支 は新規プロジェクト研究（先端農業バイオリサーチセンター）等に再配分すると
援専門部会において順次検討し，安全衛生委員会審議のうえ承認した。（全4回開催 ともに，経年劣化した未使用の空調機等を撤去し，スペースの有効利用を図った。
・39点承認）併せて，作業手順書を当該作業場に備え付けるとともに，安全教育に また，情報通信実験棟他で８室，393㎡の共用スペースを確保した。
際し利用させるため「安全衛生作業手順書にもとづく安全講習実施記録表」を作成
した。 (2)キャンパス・マスタープラン等の策定状況

施設整備費補助金により，物質人文社会研究棟の耐震改修工事及び空調機改修
（更新）工事を実施した。また，キャンパス・マスタープランに基づく，機械建
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設研究棟・機械建設研究実験棟２・事務局管理棟の耐震改修工事が平成19年度補正 研究費の不正使用防止のための対応については，「物品検収室」を設置して，担
事業にて予算措置を得ることができた。 当職員を配置し，物品の発注者と検収者を明確に分離し，納入物品等の検収を行

うことを決定した。また，学生アルバイトを謝金の形態から雇用の形態に改め，
(3)施設維持管理の計画的実施状況 正当な報酬として認識させるなど，勤務状況等を適切に事実確認する体制を整備
維持保全業務の年間実施計画に基づき，計画的な保全業務を行い，安全性及び快 するとともに，旅費の適正な執行については，「出張報告書」を見直し，容易に事

適性の確保を図るとともに，各種保全業務の点検方法，発注方法の見直しを行い， 実確認ができるように修正し，必要に応じ根拠資料を添付し，詳細な実態把握を
経費の削減を図った。また，各社電話サービス通話料金を分析し，契約先を変更し 行うことを決定した。
たことにより通話料金を抑制した。

【平成19事業年度】
(4)省エネルギー対策等の推進や温室効果ガス排出削減等の環境保全対策の取組状 (1)災害，事件・事故，薬品管理等に関する危機管理マニュアルの策定等を含む全

況 学的・総合的な危機管理の体制の整備状況
知識情報研究実験棟の照明器具369台の安定器を高周波照明器具に取替え，省エ 大規模地震に対する防災マニュアルを策定し，ホームページに掲載するととも

ネルギー・省コスト対策を行うとともに，私物ごみの処分方法等，ごみの分別方法 にメール等により全教職員・学生に周知した。また，「国立大学法人豊橋技術科学
について周知徹底を図り，ごみの減量対策を実施した。また，物質人文社会研究棟 大学における危機管理に関する規程」を制定し，危機管理に関するガイドライン
３階バリアフリー対策工事を実施し，講義棟３階へのエレベータによる移動を可能 を策定するとともに危機管理マニュアルを整備した。
とすることで，身障者学生の授業参加の利便性向上を図った。 全学的な防災訓練，薬品（特に毒物・劇物）の管理状況や薬品保管庫の鍵の管

理等について管理状況調査及び実験室等の実地確認を実施した。
衛生管理者による研究室・実験室等の職場巡視を行うとともに，労働安全衛生

○危機管理への対応策が適切にとられているか。 コンサルタント等による講演，AED（自動体外式除細動器）講習会等，安全衛生に
関する啓発活動を継続的に実施した。

【平成16～18事業年度】
(1)災害，事件・事故，薬品管理等に関する危機管理マニュアルの策定等を含む全 (2)研究費の不正使用防止のための体制・ルール等の整備状況

学的・総合的な危機管理の体制の整備状況 物品検収室を設置し，納入物品の検収を行うとともに，学生アルバイト，旅費
大規模地震に対する防災マニュアルの素案を策定し，関係教員の内容精査を経て，についても不正使用防止対策を適用・実施した。また，「国立大学法人豊橋技術科

作成することとした。また，防災，防火管理の徹底及び大規模地震による災害防止 学大学における競争的資金等の取扱いに関する規程」を制定し，研究費の適正な
と被害の軽減を図るため，「防災管理規程」「防火管理規程」及び「地震防災管理規 管理・運営体制を整備することで，「研究機関における公的研究費の管理・監査の
程」に基づき，全学的な防災訓練を実施した。 ガイドライン（実施基準）」への対応を図った。
薬品管理については，毒物・劇物を含めた化学物質の安全な取り扱いと管理につ

いて「安全の手引き－化学物質の取り扱い」を作成し，学生及び教職員に配付して
いる。また，薬品（特に毒物・劇物）の管理状況や薬品保管庫の鍵の管理等につい ○従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。
て管理状況調査を実施するとともに実験室等の実地確認を毎年実施した。
さらに，労働災害や実験中の事故防止のため，毎週水曜日を巡視点検日として衛 【平成16～18事業年度】

生管理者による研究室・実験室等の職場巡視を行うとともに，労働安全衛生コンサ 平成16～18事業年度に係る評価結果においては，具体的指摘事項はない。
ルタントによる講演，産業医による講演及びAED（自動体外式除細動器）講習会等， なお，各事業年度に係る業務実績の評価結果については，大学運営会議，代議
安全衛生に関する啓発活動，講習会を開催した。 員会で報告し，大学ホームページに掲載するとともに，職員連絡会等を通じ学長

が全教職員に対して報告を行っている。
(2)研究費の不正使用防止のための体制・ルール等の整備状況
研究活動の不正行為への対応として，研究者倫理の向上及び研究不正行為の防止

を図るため，研究担当副学長を研究公正責任者として研究公正委員会を設置すると
ともに，研究者に対する研究倫理向上のための教育・研修の継続的実施，研究不正
行為の告発等の受付窓口の設置，告発の方法，取扱い，告発者・被告発者の取扱い，
告発による調査方法，審理・認定等など行動規範の策定，研究者倫理の向上体制や
関係規程の整備を行った。併せてこれらの行動規範，関係規程を，大学ホームペー
ジに掲載するとともに，職員連絡会において全教職員に周知した。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標

① 教育の成果に関する目標

中 ① 豊かな人間性と知識水準を備え，社会的要請にこたえうるとともに，国際的にも活躍できる，実践的・創造的かつ指導的技術者を養成する。（【1】～【9】）
期
目
標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【１】 【１－１】
本学の教育目標・教育理念をシラバス シラバス等に明示された教育目標・教 教育目標・教育理念について，オリエンテーション等で具体的な説明を行うとと

等に明示するとともに，オリエンテーシ 育理念について，オリエンテーション等 もに，ホームページにも公開し，学生に周知した。
ョン等で説明し，学生に周知する。 で具体的な説明を行い，学生に周知・理

解させる。

【２】 【２－１】
教育目標に即した教育課程を編成す 教養教育等を反映した教育課程に基づ 文科系大学である愛知大学との単位互換協定により，本学から「工学概論」，愛知

る。特にグローバル化時代に求められる き，世界観，歴史観などの教養科目及び 大学から「社会学概論」，「国際経済学」を相互に提供し，連携講座を実施した。ま
教養を重視した教育の充実，実践的思考 実践的思考力を醸成させる教育を多様な た，実践的思考力を養うため，大学院科目として「実践的マネジメント」の開講準
力を醸成させる教育，多様な学習歴を有 学習歴を有する入学生に対応して充実さ 備を行った。
する入学生に対応する教育の充実を図 せる。
る。

【３】 【３－１】
学部において，日本技術者教育認定機 日本技術者教育認定機構（JABEE）の 情報工学課程及び物質工学課程が日本技術者教育認定機構（JABEE）の中間審査

構（JABEE）による技術者教育プログラ 資格認定審査を受けた技術者教育プログ を受審し，それぞれ３年間の認定延長が認められた。また，機械システム工学課程
ムの認定を受けた教育を行った後，大学 ラム修了者に対して，大学院修士課程に 及び知識情報工学課程が，それぞれ２年間のJABEE認定を受けた。
院修士課程においては高度な専門教育を おいて高度な専門教育を実施する。
施する。

【４】 【４－１】
学生が「卒業後・修了後に到達したい 「卒業後・修了後に到達したい技術者 学生の意識調査結果に基づき，「学習・教育目標」に対する各授業科目の関与の

技術者・研究者像」，「取得したい資格」 ・研究者像」及び「取得したい資格」等 程度，「学習・教育目標」を達成するために必要な授業科目の流れを明確にした。
等，自らの学習目標が設定できるよう教 について意識調査を行い，その分析を行
育方法，履修指導の充実を図る。 う。

【５】 【５－１】
成績評価基準を明示した上で厳格に実 各授業科目で設定した成績評価基準に 教務委員会において，シラバスに記載した成績評価基準と評価の在り方等を調査

施する。 基づいて評価しているかを調査し，成績 し，記載が不十分な科目は修正して記載することとした。また，８課程中７課程（８
評価基準の妥当性・整合性等の改善を図 コース）が第三者評価（JABEE審査）の認定を受け，成績評価が厳格に行われてい
る。 ることが確認された。

豊橋技術科学大学
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【６】 【６－１】
学部卒業後の進路として，学部・大学 履修指導方法を改善し，学部卒業後の 平成19年度の学部卒業生からの大学院進学率は，74.3％であり，概ね75％の進学

院修士課程の高度な技術科学教育を達成 進路として，学部・大学院修士課程を通 を確保した。
するため，学部卒業生の75%以上の本学 じた高度な技術科学教育を達成するた
大学院修士課程への進学を確保する。 め，学部卒業生の75％以上の本学大学院

修士課程への進学を確保する。

【７】 【７－１，８－１】
大学院修士課程修了者の進路として， 平成17年度，18年度の調査結果を踏ま 調査結果から，就職者の90％以上が技術者，研究者，教員であり，企業への就職

本学又は他大学大学院博士後期課程への え，大学院修士課程修了者及び大学院博 者の約半数が一部上場企業へ就職していること。本学が産業界に必要な人材を供給
進学者を除き，多様なものづくり産業界 士後期課程修了者の進路状況と，社会・ するための教育プログラムである「実務訓練」が，人材育成に非常に有効であると
において，指導的技術者の担い手として 産業構造等の関連を調査する。 の評価を，企業人事担当者や卒業生から得た。
雇用されることを目指す。

【８】
大学院博士後期課程修了者の進路とし

て，国内外における高等教育機関，企業
の研究機関の指導的研究者等に就職する
ことを目指す。

【９】 【９－１】
教育の成果及び効果の検証を，学生（卒 これまでに実施した調査結果を分析 前年度までに収集・分析したデータに基づき，本学の教育目標と社会的要請の確

業生を含む。）の視点，教員の視点，企 し，対応を検討し，それに基づき教育改 保について，報告書としてまとめた。
業等の視点，地域の視点など，さまざま 善案を検討する。
な視点から行うとともに，大学教育に対
する社会の要請・要望を調査・分析し，
本学の教育目標と社会的要請の整合性を
確保する。

豊橋技術科学大学
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標

② 教育内容等に関する目標

① 実践的・創造的思考力を醸成させる教育課程を編成する。（【１０】～【１２】）
中

② グローバル化時代に即した教育課程を編成する。（【１３】～【１６】）
期

③ 高等専門学校卒業生をはじめ，工業高校，普通高校卒業生，外国人留学生，社会人等多様な学習歴を有する学生に適切に対応する教育課程を編成する。
目

（【１７】～【１９】）
期

④ 教育目標・教育理念を認識，理解させ自ら能力を引き出せる教育内容・方法を充実する。（【２０】～【２８】）

⑤ 透明性・一貫性・厳格性を有する成績評価法を確立する。（【２９】）

⑥ アドミッション・ポリシーを公表し，多様かつ豊かな資質をもつ入学者を確保する。（【３０】 ～【３１】）

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【１０】 【１０－１】
学部・大学院一貫教育システムの中で 「らせん型教育」を機能的に実現でき 教育課程，教員組織を見直し，再編案を提案して学内のコンセンサスを得た。ま

「基礎」と「専門」を繰り返す『らせん るよう，基礎科目と専門科目のガイドラ た，実践的・創造的思考力を有する技術者を養成するための教育システムについて
型教育』が機能的に実現できるよう，授 インを作成する。 学内的な議論を行い，本学の教育制度に関する将来方針を確定した。
業科目の内容と開講時期に配慮した教育 教養教育については，教務委員会に共通教育連携ネットワークを設置し，全
課程を編成する。 科目の授業内容を個別に審議し，改善の提言を報告書として取りまとめた。

【１１】 【１１－１】
実践的思考力を醸成させる場としての 海外実務訓練の効果を検証する。また， 実務訓練に焦点を当てた報告書「社会のダイナミズムに連動する高等技術教育」

実務訓練（企業での実習）を継続し更に 企業における実務訓練に関して，検討結 を作成し，海外実務訓練等について検証した。また，協力企業と連携し，ＭＯＴ指
充実させるとともに，学生の国際感覚を 果を基に改善案を提案し，実施する。 向大学院修士課程実務訓練を実施した。
養成するため海外における実務訓練の実
施を検討する。

【１２】 【１２－１】
創造的思考力の育成の場としての卒業 創造的思考力育成の観点から，大学院 学生提案型地域貢献プロジェクトを実施した。また，全国学生まちづくりサミッ

研究などを充実させる。 の実質化に向けた新たなプログラムを計 トを主催した。それらは卒業研究，修士研究の題材として，学生が明確な問題意識
画する。また，卒業研究及び修士論文研 をもって研究に取組むことに生かされた。
究での問題点を改善する。

【１３】 【１３－１】
技術と社会の関わりを理解させるため 専門科目の中で，技術史，科学史に関 技術と社会との関わりを理解させるため，講義内容を見直し，「技術者倫理」を充

の技術者倫理を，また，世界観と歴史観 する講義の充実を図る具体的方策を検討 実させた。また，愛知大学との連携講座を開講した。
を育む授業科目の充実を図る。 するとともに，「技術者倫理」の講義内

容についても見直し，平成20年度のカリ
キュラムに反映させる。
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【１４】 【１４－１】
１年次生（普通高校卒業生）について， ものづくり体験を持たない普通高校出 「工学概論」及び「工作実習」の内容等を見直し，20年度カリキュラムに反映さ

入学後の早い時期に現実の技術に触れさ 身学生に対して技術科学に対する興味を せた。
せ，技術科学に対する興味を抱かせる。 抱かせるため課している「工学概論」と

「工作実習」の内容を検討し，改善策を
平成20年度のカリキュラムに反映させ
る。

【１５】 【１５－１】
学部教育においては，基礎的能力や問 学部教育において，基礎的能力や問題 工学基礎教育において，適切な教材（教科書）の選定と優れた教員の教授法を基

題解決能力を付与するための授業科目の 解決能力を高めるための対策を検討する にした教授法標準化を行った。また，専門分野教育においては，教育体系が未来を
充実を図る。 とともに，対策の実質的な効果を評価す 見据えた社会の要請，時代の要請に応えられるように，数年おきにチェックできる

る方法を検討する。 検討体制を整備した。
共通教育連携ネットワークを教務委員会下に設置し，全基礎科目の内容を科

目別に検討し，改善の提言を報告書として取りまとめ教務委員会に提出した。

【１６】 【１６－１】
英語による記述力，コミュニケーショ 英語による記述力，コミュニケーショ TOEIC，TOEFLの成績による英語の単位認定の方法について一部を改正した。また，

ン能力を向上させる授業科目の充実を図 ン能力を向上させる授業科目の充実を図 一部の授業において，コミュニケーション能力を向上させるため，教材，教授方法，
るとともに，ＴＯＥＩＣ等国際的通用性 るための具体的方策を検討する。 課題等を見直し，実施した。
の高い試験の受験を奨励し，成績に応じ
た単位認定を行う。

【１７】 【１７－１】
本学の特色である多様な学習歴を有す 工業高校，普通高校，高等専門学校生， 複合型英語特別コース（ツイニングコース）学生に対する教育課程の整備を行っ

る学生の学習履歴に対応できる教育課程 留学生，社会人など多様な経歴の学生に た。また，共通教育連携ネットワークにおいて，学部教養科目に関する検討会を開
を編成する。 対して教育課程の有効性を教務委員会並 催し，各科目群の現状と問題点を洗い出すとともに，共通教育に対する各系の意見

びにその下におかれた共通教育ネットワ 聴取を行ったのち，報告書としてまとめた。
ークにおいて検討する。また，能力別ク
ラス編成，少人数教育，補習授業，ｅ－
ラーニングなどを実施するとともにその
教育効果を検証する。平成20年度のカリ
キュラムに改善策を反映させる。

【１８】 【１８－１】
外国人留学生のための英語による特別 外国人留学生のための大学院修士課程 ホーチミン市工科大学（ベトナム），バンドン工科大学（インドネシア）からの

コース(大学院)教育課程の充実及びツイ 英語特別コースとして，複合型特別コー ツイニングプログラムによる学生の受入れを開始した。
ニング・プログラム（海外の大学との連 スを新たに設置し，教育課程の充実を図
携教育プログラム）に対応できる教育課 るとともに，ホーチミン市工科大学，バ
程を編成する。 ンドン工科大学を対象とする大学院修士

課程におけるツイニング・プログラムの
学生募集を実施する。

【１９】 【１９－１】
高等専門学校専攻科修了の社会人に対 大学院長期履修制度特別コースを開設 社会人を対象とした修士課程及び博士後期課程長期履修制度の内容をパンフレッ

し，修士課程において，専攻科教員，社 し，高等専門学校専攻科修了の社会人に ト及び大学ホームページで広報し，募集を開始した。
会人が所属する企業と本学教員が連携協 対して，修士課程・博士後期課程の募集
力した教育システムを整備する。 を開始する。また，本学教員，同コース

学生が所属する企業と高等専門学校専攻
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科教員との連携の下に指導する教育体制
を整備する。

【２０】 【２０－１】
本学の教育目標・教育理念をホームペ 大学院修士課程の教育目標・理念に関 大学院生の教育目標・理念に関する理解度を調査し，その結果を踏まえ，大学院

ージ，履修要覧・シラバスに明示すると する大学院生の理解度の調査を行う。 修士課程及び博士後期課程の各専攻別の人材育成目標を学則と履修要覧に掲載し
ともに，オリエンテーション及び履修ガ た。
イダンス等で説明する。

【２１】 【２１－１】
各授業における学習目標や目標達成の 大学院生の各授業の理解度を調査す ２学期の授業評価アンケートを利用し，学習目標の理解度に関する調査を実施し

ための授業方法・計画及び成績評価基準 る。 た。
並びに学生の教室外の準備学習を明示し
たシラバスを作成し，学生及び職員に配
付する。

【２２】 【２２－１】
近隣大学（短期大学を含む。），放送大 単位互換制度及び遠隔授業を拡充する 遠隔授業に関する分析結果に基づき，配信科目の充実を図り，学部１３科目，大

学等との単位互換及びマルチメディアを ための方策の試行結果に関する調査を行 学院５科目を他大学に提供した。
活用した遠隔授業（eラーニング）の充 い，それを評価するとともに必要に応じ
実を図る。 て改善策を実施する。

【２３】 【２３－１】
技術者認定制度等の活用方法や国家資 技術者認定制度等の活用事例調査と国 活用事例調査の一環として，国家資格等の取得者調査の実施について検討した。

格等の取得方法について，ガイダンス及 家資格等の取得者を各課程ごとに調査す また，JABEE，電気主任技術者，測量士，測量士補及び一級建築士に関する情報
び履修要覧等に明示し指導する。 る。 についてホームページ等への公開を検討した。

【２４】 【２４－１】
各授業科目の性格に応じた多様な授業 実践的高度技術教育を有効に実施する 語学科目，一部の共通科目で１クラス当りの学生数を調整し学生数が偏らないよ

形態（講義，講義＋演習，演習（少人数 ために，専門基礎能力，創造力，実践能 うに工夫した。特に演習的性格が強い語学科目では，レベルに応じた少人数クラス
グループ学習，パートナー学習等））を 力，総合的判断力，語学能力等の育成の 編成を実施し，適正なクラスサイズを確保した。
形成するとともに，少人数クラス等適正 ため，多様な形態の授業をそれぞれの目
なクラスサイズを措置し編成する。 的に応じて実施し，併せて能力別クラス

編成，PBL型授業，ｅ－ラーニング，少
人数・個別授業など，授業方法の工夫と
改善を進める。

【２５】 【２５－１】
英語・日本語科目におけるプレイスメ 教育履歴，学生の能力に基づくクラス 「共通教育連携ネットワーク検討会」において，基礎教育科目群の現状と問題点

ントテストによるクラス編成や基礎科目 編成等のガイドラインに基づき，教育履 の洗い出し，並びに共通教育に対する各系の意見聴取を行った。また，これらの検
における教育履歴（高等専門学校卒業生，歴，学生の能力に応じたクラス編成を実 討会での議論をまとめ，具体的なカリキュラムの改善案について検討した。
普通高校卒業生）によるクラス編成等個 施するための具体的方策を検討する。
々の学生の能力に応じたクラス編成を行
う。

【２６】 【２６－１】
工業高校からの推薦選抜試験入学者に 工業高校からの推薦入学者の入学後の 入学前指導について見直し，数学は，課題を３回に分けて分野ごとに出題し，答

ついて，英語，数学等について入学前指 学業成績の調査結果に基づき，入学前指 案の添削を行った後返送した。また，英語は，インターネットを活用したe-learni
導を当該工業高校と協力して実施する。 導の内容の見直しを行う。 ngによる個別指導を行った。
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【２７】 【２７－１】
原則として，すべての授業科目におい オフィス・アワーの実態を調査する。 「オフィス・アワー」の実態を調査し，時間や問合せ先等の情報提供を徹底し，

て，授業時間外にオフィス・アワーを設 「シラバス」や大学ホームページに掲載した。
定し，学習指導の充実を図る。

【２８】 【２８－１】
単位互換制度の充実を図るため，学期 学期制を3学期制から2学期制に移行し 学期制を３学期制から２学期制に移行した場合に生じる問題点を整理し，カリキ

制の在り方について検討する。 た場合に生ずる問題点を整理し，様々な ュラム・大学行事等の具体的な事項を考慮したシミュレーションを行い，検討すべ
視点からシミュレーションを行い，具体 き事項を明確にした。
的に検討すべき項目を明確にする。

【２９】 【２９－１】
多面的（学期末試験，小テスト，レポ 各授業科目の成績判定資料，授業調査 授業科目の成績判定資料，授業調査票などにより，各授業科目の成績評価の妥当

ート，授業への取組態度等）な成績評価 票などを通して，各授業の成績評価結果 性を分析し，問題点の把握と改善策を検討した。
基準を設定し，シラバス等に明示し，公 の妥当性を分析する。
表する。

【３０】 【３０－１】
アドミッション・ポリシーを明確にす 入学者がアドミッション・ポリシーに 平成19年度第１年次入学者に対してアドミッション・ポリシー，修学への意識等

るとともに，多様な入学者を確保するた 沿った学生であるかを調査し，その結果 に関するアンケート調査により，その実態の把握を行った。
め，海外の大学との連携教育プログラム，を入学者選抜方法に反映させることを検
推薦入試，アドミッション・オフィス入 討する。
試等の制度を検討し，改善を図る。 平成17年度から実施された新しい選抜

方法によって入学した高校出身者が３年
次編入者と合流することになるため，こ
の時点での修学状況を学生の意識も含め
て調査する。

【３１】 【３１－１】 オープンキャンパスは，企画内容及びパンフレットの見直しを行うとともに新聞，
オープンキャンパス，高等専門学校生 オープンキャンパス，体験実習，教育 テレビ等による広報を行い，内容の充実と周知を図った。

に対する体験実習，高校との教育連携講 連携講座の内容を充実させるとともに， また，高等専門学校生の体験実習については，新たに専攻科生を受入れ，高等学
座などを充実させることにより，高校， 周知を図る。 校との教育連携講座については，地元高校とのサイエンス・パートナーシップ・プ
高等専門学校入学者の志願者増を図る。 また，本学の魅力を公式ホームページ ロジェクト事業を継続して実施するとともに，新規事業を実施するなど内容の充実

に掲載する。 を図った。
公式ホームページ掲載事項の充実を図り，本学の魅力を積極的にアピールした。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標

③ 教育の実施体制等に関する目標

中 ① 教育の実施体制及び教育の実施状況等を検証する体制を整備する。（【32】～【36】）
期
目 ② 教育の質の向上・改善のための体制の整備・充実を図る。（【37】～【39】）
標

③ 授業等に必要な施設・設備等の教育環境の充実を図る（【40】～【42】）

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【３２】 【３２－１】
教育方法の改善等に資するため，教育 教育制度委員会と教務委員会の役割分 両委員会の連携を密にするため，委員長は副学長が兼任し，それぞれの副委員長

制度に係る方針の企画・立案を行う「教 担について検証を行い，運営体制の改善 は，両委員会に出席し意思の疎通を良くするするとともに，ワーキング・グループ
育制度委員会」を設置し，教育の実務面 を行う。 には，両者の委員が参画する体制を整備した。
を担当する「教務委員会」と相互連携し，
効率よい運営体制を整備する。

【３３】 【３３－１】
教員を専門分野からなる系に配置し， 系と教育関連センターとの有機的な連 現在の９つの系から成る教育・研究組織を，５つの系と総合教育院から成る新し

教育関連センターとの有機的な連携を図 携を図るための教育・研究組織の再編を い組織を構築する再編案を学内に提示した。教養教育については，基礎技術教育と
りつつ，教養教育を含めた学部の各課程 進める。 の連携により，本学学生の現状と未来像にあった教育システムの構築を可能とする
及び大学院の各専攻の教育を実施する。 カリキュラムの検討を開始した。

【３４】 【３４－１】 ティーチング・アシスタントに対するＴＡ研修会を実施するとともに。また，テ
教育を補助・支援する体制として，実 教育制度委員会において，ティーチン ィーチング・アシスタントを配置した授業の授業評価アンケート結果を分析し，テ

験実習等の補助等について，ティーチン グ・アシスタントの実施方法等について ィーチング・アシスタントの効果について検証した。
グ・アシスタント等の有効活用を図る。 の検証を行い，有効活用に向けた指針を

示す。

【３５】 【３５－１】
本学の教育目標・教育理念及びその趣 本学の教育目標・教育理念及びその趣 本学の「教育の基本理念」を大学ホームページ及び広報誌で学内外に公表した。

旨をホームページ及び広報誌等で学内外 旨を公式ホームページ及び広報誌等で学 また，各課程の「学習・教育目標」を大学ホームページ，履修要覧，及び課程紹介
に周知・公表する 内外に公表し，周知する。 パンフレット等で学内外に公表した。

【３６】 【３６－１】
学生による授業評価，教員自身の自己 教育の改善方策に対するシステムの試 これまでに確立した教育改善システムを機能的かつ継続的に活用するため，ＦＤ

点検・評価，組織としての自己点検・評 案に基づき，システムを試行する。 研修，教員の自己点検等の取り組みを実施し，その効果の検証に必要なデータ収集
価（外部評価を含む。）により教育の実 を行った。
施状況や問題点を把握・検証し，改善に また，教育改善方法システムとして昨年度までに検討されたFD研修，優秀な教員
結びつけるシステムを確立し，継続的に の顕彰，教員の自己点検，および学生授業評価アンケート結果の経時変化の分析を
機能させる。 試行的に行い，教員へのフィードバックを実施する前にシステムの問題点把握を行

った。

【３７】 【３７－１】
教育内容，授業方法を改善するため， 確立したFD（ファカルティ・ディベロ 「教育特別貢献賞」受賞教員によるＦＤ研修を実施した。また，各系の組織的Ｆ

教員研修（FD＝ファカルティ・ディベロ ップメント）体制の実施，企画，教育効 Ｄ活動状況とその成果を調査し，それを全学的に教育改善に有効活用するためのデ
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ップメント）体制を整備し，継続的に企 果の検証を行う。 ータベース化，マニュアル化について検討した。
画の検討と教育効果の検証を行う。

【３８】 【３８－１】
ティーチング・アシスタントに対して ティーチング・アシスタント（TA）に ティーチング・アシスタントに対して行った意識調査等の結果を基にこれまでの

教育補助者としての資質の向上を図るた 対するアンケート調査結果を基に，TAに 研修会の内容を見直し，これを反映させたＴＡ研修会を実施した。
めに必要な研修を実施する。 対して，教育補助者としての資質の向上

を図るために必要な研修内容，方法を整
理する。

【３９】 【３９－１】
教育に関わる評価について，多面的 教育の質の向上・改善を図るため，平 平成18年度に実施した試行評価の結果を検証し，評価基準及び評価方法の見直し

な評価システムを検討するため，学長補 成18年度に試行した教員の個人評価の評 を行って，教員個人評価（本評価）を実施した。
佐を室長とする「目標評価室」を設置す 価結果を基に評価基準・評価方法の見直
る。 しを行い，教員の個人評価を実施する。

【４０】 【４０－１】
教育用機材や空調設備を充実し，学生 引続き，教育用機材，空調設備，Web 教員及び学生に対する教育設備に関するアンケート調査結果に基づき，新教務事

が学習しやすい環境改善を行うととも 教育教室の充実など，学生が学習しやす 務システムの改善を行うとともに，予算の範囲内で必要性の高いものから順次整備
に，多様な授業形態（遠隔教育，ｅラー い環境改善を図る。 した。
ニング，メディア教育等）に対応できる
ようウェブ教育教室などを整備する。

【４１】 【４１－１】
教育関連センターの連携を強化し，授 学内調整された教育環境の充実・強化 平成18年度に新設した「学習サポートルーム」の充実を図るとともに，「共通教育

業時間外の自学・自習を含めた教育環境 を図る。 連携ネットワーク」において，学部１・２年次を対象とした補習授業の実施につい
（学習資料，メディア教育環境等）の充 て検討を開始した。
実・強化を図る。

【４２】 【４２－１】
学術情報基盤施設としての図書館機能 電子的図書資料等（電子ジャーナル等） SwetsWise Linkerの導入とともに，CiNiiとJDreamnⅡにおけるリンクリゾルバ機

の強化を図るため，電子的図書資料等（電 の収集方針及び資料購入予算等の見直し 能を利用して情報検索から論文レベルへのリンクを実現し，情報検索環境の改善を
子ジャーナル等）の充実を図る。 に基づき，電子図書資料の整備・充実を 図った。また，複数の電子的図書資料等のトライアルを行い，導入について検討し

図る。 た。

【４２－２】
学生用図書の整備状況調査結果に基づ 図書館利用者の希望図書の整備拡充を図った

き，予算の範囲内で整備・充実を図る。

【４２－３】
図書館の利用者サービスや施設の整備 図書館ホームページ「文献利用ガイド」を現在の利用環境に照らして更新し，利

状況について検証する。 用者の利便性向上を図った。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標

④ 学生への支援に関する目標

中 ① 多方面にわたる学生の生活支援を充実する。（【43】～【48】）
期
目 ② 就職活動支援体制の整備・充実を図る。（【49】～【50】）
標

③ 留学生・社会人学生等に対する修学支援を充実する。（【51】～【55】）

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【４３】 【４３－１】
入学時のオリエンテーション，各種ガ ＩＴ手法を取り入れた授業の履修，学 クラス担任教員から学生に対して，個別に修学上の助言ができるよう，単位修得

イダンス等の内容を充実させるととも 習に関する問題への相談・助言体制を整 表の配付をクラス担任から手渡すこととするなど，きめ細かな学習助言体制を整備
に，授業の履修，学習に関する問題への 備し，試行する。 ・実施した。また，ウェブによる履修登録導入に向けた準備を行い，20年度から実
相談・助言体制をＩＴ手法も取り入れて 施することとした。
整備する。

【４４】 【４４－１】
学生の健康相談，修学相談，生活上の 新入生オリエンテーション等におい 新入生オリエンテーションにおいて，「何でも相談窓口」の周知を図るとともに，

相談など多様な相談に対処できる「なん て，「何でも相談窓口」及び「学生相談 「心と体の健康調査」を実施して学生の健康状況を把握した。特に心理的な面談を
でも相談窓口」を設置する。 （カウンセリング）」の利用について， 必要と思われる学生については，学生相談・健康相談の案内を個別に送付した。

周知を図るとともに，多様な相談に対応 また，学生相談担当連絡会に新たに留学生相談を担当する教員を加え，学生相談
するため，学生相談担当者連絡会の組織 体制の充実を図った。
の見直しについて検討する。

【４５】 【４５－１】
各種ハラスメントの予防，迅速な対処 教職員や学生の相談窓口を明確化した カウンセラーの増員や相談日を週３日に増やすなど相談体制の充実を図った。ま

及び苦情相談等に係る学生の意見を反映 相談体制・防止対策体制を整備し，周知 た，新たにハラスメント相談員になった一般職員の知識及び技能の向上を目的とし
させるため，相談体制を整備する。 を図る。また，相談窓口担当者に対する て，相談員１名をセクシャルハラスメント防止対策担当者会議及びセクシャルハラ

研修を行い，担当者の資質の向上を図る。スメント相談員セミナーに参加させた。

【４６】 【４６－１】
課外活動施設，福利厚生施設及び学生 福利施設に建築する学生交流会館の効 学生交流会館を新築し，学生同志が自由に利用できるようにした。利用時間につ

の諸活動に対する支援体制の整備・充実 率的な運用を図り，学生交流の場を提供 いては学生が授業や研究が終わってから使用できるように２４時までとして，学生
を図り，課外活動やキャンパスライフを する。 交流の場を提供した。
支援する。 課外活動活性化のため，課外活動施設 また，陸上競技場の照明灯を設置し，昼間だけでなく夜間も陸上競技場を使用で

・場所・活動援助経費を見直すととも きるようにするなど，様々な場所における交流の場の充実を図った。
に，学生行事の支援を行う。 さらに，課外活動を活性化するため，課外活動経費の配分方法等の見直しを図り，

今後の学生主催の行事への支援について学生と意見交換を行った。

【４７】 【４７－１】
学生の諸活動に対し同窓会等との連携 平成18年度の学生支援に関する分析結 同窓会に対し，学生の諸活動の現状を報告するとともに，本学の課外活動等に関

を強め，支援体制を強化する。 果を基に，学生の諸活動に対する支援内 する学生支援対策について説明を行い，同窓会からの援助金の増額を図った。
容等の充実を図る。 また，地域や同窓生からの学生の諸活動に対する支援を得ることができたことで，

学生諸活動に対する支援の充実を図った。
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【４８】 【４８－１】
奨学金，授業料免除等学生の経済的支 現行の学生特別支援制度の見直し及び 授業料免除を見直し，免除額を増加した。また，博士後期課程の学生で特に成績

援体制を整備し，拡充を検討する。 授業料免除の実施方法について検討す 優秀な者に対して，後期分授業料を全額免除した。
る。

【４９】 【４９－１】
就職資料室の整備を図るとともに，就 就職資料室のある福利厚生施設の改修 福利厚生施設の改修に伴い就職資料室を整備した。名称を「キャリア情報室」と

職に関する外部の専門家を含めた就職相 に伴い，就職資料室の整備・充実を図る。し，学生が常時，就職情報等を検索できるパソコンを新たに設置した。
談等の体制を整備する。 また，就職に関する支援体制を強化し， また，外部専門家の助言により学生同士のグループ・ディスカッションを取り入

就職活動支援の充実を図る。 れるなど，支援の充実を図った。

【５０】 【５０－１】
学生の職業意識の形成に資するため， 学生の職業意識の形成に資するため， 就職・学生相談係を設置し，就職資料室を改修・整備するなど，就職支援体制を

講演会等の就職ガイダンスを毎年度開催 学生支援組織を強化する。また，講演会 強化した。また，就職ガイダンス，就職特別講演会，学内企業説明会及び就職講座
する。 等の就職ガイダンスを開催する。 等，各種の就職講座・講演会を開催した。

【５１】 【５１－１】
入学時に留学生に対応した各種ガイダ 留学生対象の各種ガイダンスに関する アンケート調査結果に基づき，４月期及び12月期のガイダンスにおいて，チュー

ンス及び留学生用の情報を集めたホーム アンケート調査・分析結果に基づき，各 ター制度の理解の徹底や質疑応答時間を十分に設けるなど，内容の改善を図った。
ページの充実を図る。 種ガイダンスを改善する。また，調査項 また，調査項目・方法等を見直し，アンケート調査を実施した。

目，方法等についても見直しを行い，新
たにアンケート調査を実施する。

【５１－２】
留学生対象ホームページに関するアン アンケート調査結果に基づき，留学生対象ホームページの認知度向上のため，留

ケート調査・分析結果に基づき，ホーム 学生ガイダンス等で周知した。また，留学生を対象とした民間奨学金情報を掲載す
ページの内容を改善する。 るなど内容の充実を図った。

【５２】 【５２－１】
留学生の修学上，生活上の支援を図る 留学生を対象にした生活実態調査結果 留学生の生活実態調査結果を踏まえ，日本語能力が十分でない留学生のための宿

ため，相談制度・チューター制度を充実 について分析を行い，留学生の修学上， 舎確保や生活支援に関して国際交流委員会，国際交流室，国際交流課，学生課及び
する。 生活上の課題の対応策を検討し，実施す 体育保健センターとの連携強化を図った。

る。

【５３】 【５３－１】
留学生後援会を中心に民間宿舎の入居 留学生後援会を拡充し，民間宿舎への 留学生住宅総合補償制度の周知に努め，活用を推進して民間宿舎の確保を支援し

保証，火災保険等に関する支援を充実す 入居保証体制の強化と留学生住宅総合補 た。また，留学生後援会の活動状況をホームページで学内外に周知し，会員の拡充
る。 償制度の活用を推進し，民間宿舎の確保 を図った。

を支援する。

【５４】 【５４－１】
社会人学生に対する修学支援の充実を 社会人再学習支援教育プログラムを整 工学の分野の職業に従事する社会人が本学の大学院で学びやすくするため，長期

図るため，利便性の高い「サテライト・ 備し，幅広く社会人学生を受入れる教育 履修制度に関する規程を整備した。また，社会人学生を対象にした科目を「サテラ
オフィス」を設置し，授業等を行うこと 体制を構築し，豊橋駅前「サテライト・ イト・オフィス」で開講し，単位認定できる制度を整えた。
を検討する。 オフィス」において平成20年度から開始

する社会人向け授業計画を策定する。
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【５５】 【５５－１】
障害を持つ学生の修学支援の充実を図 障害を持つ学生の修学支援の充実を図 留学生に対して行っているチューター制度に準じた障害者チューター制度を導入

る。（チューター制度，バリアフリー対 る。 した。また，多様な障害のある学生に対応するための支援策について検討を行った。
策など）



- 53 -

豊橋技術科学大学

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(2) 研究に関する目標

① 研究水準及び研究の成果等に関する目標

中 ① 大学の理念である｢技術科学｣に基づき，世界を先導する研究開発を推進し，その成果を社会に還元する。（【56】～【58】）
期
目 ② 高度な研究活動を通して優れた専門知識と技術科学能力を有する人材を育成する。（【59】～【61】）
標

③ 自然科学，人文・社会科学等との融合により，分野横断的な技術科学研究を推進する。（【62】～【64】）

④ 教員の教育研究活動，研究業績等について社会への情報発信を積極的に推進する。（【65】～【67】）

⑤ 適切な評価を通して，研究水準の向上と研究開発を促進する。（【68】～【70】）

⑥ 研究開発成果に基づく知的財産の利活用と技術移転を通して社会に貢献する。（【71】～【74】）

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【５６】 【５６－１】
21世紀COEプログラム等を通じて，成 21世紀ＣＯＥプログラムにより承継し ＣＯＥの活動を通した地域の産学官連携及び研究成果等を継承して現代ＧＰ「持

熟した学問分野にブレークスルーを起こ た研究センター及び教育プログラムを大 続社会コーディネーター」育成プログラムを開始した。
すための先端的研究を推進する。 学院専攻の再編等に反映させる。

【５７】 【５７－１】
社会の要請に適合した産業の発展，新 技術移転を推進する制度の改善方法を とよはしＴＬＯと「発明の産業界への技術移転業務に関する委託契約」を締結し，

産業の創出につながる開発研究を推進す 検討する。 本学が保有する知的財産の技術移転活動を推進した。また，とよはしＴＬＯと連携
るため，産学連携を強化し，技術移転を した技術相談，産学官技術交流活動を開始するなど，産学官連携を促進するプラッ
図る。 トフォームを構築した。

【５８】 【５８－１】
地域の特性を活かした環境，防災，自 関連団体と協力して，連携融合事業で 未来ビークルリサーチセンターにおいては，先端輸送機器およびその製造業に係

動車など地域社会の発展に寄与する研究 ある，未来ビークルリサーチセンター事 る未来志向の先端技術の研究と開発を目指し，８件のプロジェクト研究が実施され，
を推進する。 業及び県境を跨ぐエコ地域づくり戦略プ 地域協働まちづくりリサーチセンターでは東三河地域防災研究協議会と連携した

ラン事業の一層の推進を図る。 受託研究を推進するとともに，「県境を跨ぐエコ地域づくり戦略プラン」による地
域課題に関係する研究を推進した。

【５９】 【５９－１】
研究活動や国際シンポジウムなどの会 「目標評価室データ入力システム」の 若手研究者及び大学院生の国際会議発表等に係る活動費を確保するため，研究戦

合を通して，世界的に活躍できる若手研 研究業績等のデータの分析結果に基づ 略室ニュースを通じて研究助成財団等の公募情報等を発信した。また，研究活動の
究者・高度技術者を育成する。 き，研究活動の活発化や国際会議発表等 活性化や国際会議発表等を奨励するため各種の説明会を開催した。

を奨励するための方策を作成する。

【６０】 【６０－１】
成熟した技術分野の革新と継承を意識 大学院における技術科学教育の基盤と 大学院における技術科学教育の基盤となる研究について検討し，大学院修士課程

し，大学院における技術科学教育の基盤 なる研究を推進するため，企業・機関と 生産システム工学専攻に「ＭＯＴ人材育成コース」を設置した。これを全学的に拡
となる研究を推進する。 締結した研究連携協定等に基づき，共同 充するため，教務委員会で検討を開始した。

研究等を実施することにより，より強固
な研究連携を推進する。
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【６１】 【６１－１】
国際協力に関する長年の実績により築 海外サテライト・オフィス等の活用や ICCEEDにおいて受託契約したJICA「集団研修」及び文部科学省「国際教育協力イ

かれたネットワークを活用して，工学教 帰国留学生と連携して実践的な共同研究 ニシアティブ」事業により８カ国14名の大学教員・研究機関研究員及びスリランカ
育国際協力研究センター（ICCEED）等を 及び教育支援を企画する。 ・モロツワ大学教員５名を受入れ，産学官連携による開発途上国での大学の機能強
通じた各国との情報交換に基づくきめ細 技術科学教育と最新の情報発信等によ 化を進めた。
かな研究テーマの設定と成果の還元，国 る研究者支援のためのネットワークの構
際連携プロジェクトを推進する。 築を継続する。

【６２】 【６２－１】
他大学・他研究機関等との連携によ 医工連携，農工連携などの共同研究事 農学と工学の融合分野の技術創生を目的とした寄附講座「しんきん食農技術科学

り，医工連携，農工連携などの新たな技 業の実施事業を分析し，新たな技術科学 講座」を設置した。
術科学分野の創出や融合分野での研究活 分野の創出や融合分野での研究活動の活 また，豊橋ハートセンターとの「豊橋医工連携研究会」を開催し，新たな医療技
動の活性化を図る。 性化への方策を作成する。 術の開発に向けて情報交換を行った。

【６３】 【６３－１】
学際的な連携とユニークな発想に基づ 学内の各研究プロジェクト実施状況の 学際的な連携とユニークな発想に基づく独創的，萌芽的な研究プロジェクトを推

く独創的，萌芽的な研究プロジェクトを 分析結果に基づき，学際的な連携とユニ 進するため，「教育研究活性化経費」及び「未来技術流動研究センター若手教員プ
推進する。 ークな発想に基づく独創的，萌芽的な研 ロジェクト研究」を公募し，研究成果報告会を開催するとともに，その成果を外部

究プロジェクトを推進するために体制整 公開した。
備を含めた方策を作成する。

【６４】 【６４－１】
異分野間交流を目的としたワークショ 新技術の創出や新分野適応の推進に向 異分野間での共同研究の進展を検討し，機能集積化知能デバイス技術についての

ップ等を開催し，既成の学問分野にとら けて設置したリサーチセンター等の活動 進展を目的とした産学交流フォーラム及び産学交流シンポジウムを開催した。
われることなく，新技術の創出や新分野 状況の分析結果及び異分野間交流を目的
適応を組織的にバックアップする。 としたワークショップ等の成果の検証結

果に基づき，新技術の創出や新分野への
適応に向けての方策を作成する。

【６５】 【６５－１】
学長補佐を室長とする「目標評価室」 全教員の教育研究活動情報を収集・分 全教員の研究業績データを集計・整理し学内に公開した。

において，教員の研究活動情報を収集・ 析，整理するとともに情報公開指針，公 また，教員の教育研究活動情報の公開に向け，公開すべき情報，公開基準につい
分析を行うためのデータベースを構築す 開基準等を定め社会への情報発信を推進 て検討した。
る。 する。

【６６】 【６６－１】
教員の研究業績や外部資金の受入実績 全教員の研究業績，外部資金等の情報 全教員の研究業績，外部資金等の情報についてデータの更新を行い，集計・整理

をデータベース化し，最新情報に常時ア を収集・分析するとともに，データベー して学内に公開した。また，教員の教育研究活動情報の公開に向け，公開すべき情
ップデートする。 スを最新情報に常時アップデートし，社 報，公開基準について検討した。

会への情報発信を推進する。

【６７】 【６７－１】
最新の研究情報，研究者総覧，各教員の 最新の研究情報を公式ホームページに 社会への情報発信を積極的に推進するため，教員紹介DBの更新を年２回実施し，
研究内容紹介等の情報を整備し，インタ 掲載するとともに，研究紹介データベー 教員紹介ウェブに反映させた。また，「目標評価室」「企画広報室」「研究戦略室」
ーネット等で学内外に公表する。 スの有効性を維持するするため，教員へ の各室が作成した研究業績等のデータベースの活用状況を確認するとともに，他大

の更新・登録作業の周知を徹底し，教員 学の研究者情報の公開状況を調査し，情報公開の方針，項目等を検討した。
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及び研究紹介情報をウェブサイト，冊子
等で学内外に公表する。

【６８】 【６８－１】
学長補佐を室長とする「目標評価室」 認証評価機関による大学機関別認証評 教員個人評価の試行結果を基に評価方法等を見直し，教員個人評価（本評価）を

において，研究活動に係る自己点検・評 価の評価結果を検証する。また，教員個 実施した。また，評価結果を昇任，給与等に反映させた。
価（外部評価を含む。）を定期的に実施 人評価の試行結果を基に評価方法等を見
する。 直し，教員の個人評価を実施する。

【６９】 【６９－１】
研究の水準・成果を検証するために， 個人評価の試行評価結果を検証し，評 教員個人評価の試行結果を基に評価方法等を見直し，教員個人評価（本評価）

評価の方法及び実施体制を整備し，研究 価方法・評価基準を見直し，個人評価を を実施した。また，評価結果を昇任，給与等に反映させた。
評価を積極的に実施する。 実施する。

【７０】 【７０－１】
大学全体の研究開発ポテンシャルの向 「目標評価室データ入力システム」の 競争的研究資源を，研究業績等のデータの分析結果に基づきプロジェクト研究の

上を目指して，研究業績や社会的活動の 研究業績等のデータの分析結果に基づ 公募により配分し，研究成果を公開して研究の活性化を図った。
評価と連動させた競争的研究資源の配分 き，大学全体の研究開発ポテンシャルの
を行う。 向上を目指した，より効果的な競争的研

究資源の配分方法を策定する。

【７１】 【７１－１】
副学長を本部長とする「知的財産・産 産業界等学外からの意見を聴取し，知 産学連携を強化することを目的に産業界に太いパイプを持つ信用金庫等との連携

学官連携本部」において，知的財産の創 的財産の創出，活用体制の見直しを行う。協定を締結した。これら包括協定を締結した金融機関と連携連絡会を開催し，技術
出・権利化・管理・活用，産学官連携の 移転活動に関する産業界の意見収集を行った。
企画・立案・調整，知的財産及び産学官
連携に係る研究戦略を推進する。

【７２】 【７２－１】
知的財産権は原則大学帰属とし，知的 特許出願件数増加のための方策の実効 継続的に特許・知的財産権セミナーを開催し，特許出願マインドの啓発を行うと

財産の創出，取得，活用等を一元的かつ 状況について調査・検討を行う。ニーズ ともに，発明の届出に関する学内ルールの浸透を図った。特許出願件数の増加を図
効率的に推進する体制を整備するととも シーズのマッチング等のコーディネーシ るため「特許相談」を実施し，教員等からの研究成果に関する相談に対応した。
に，外部関連機関との連携を強化し，年 ョン活動を実施し，特許出願の増加を目
間30件以上の特許申請を目指す。 指す。

【７３】 【７３－１】
知的財産創出や技術移転に関わる研究 知的財産情報の発信方法の改善を行う 知財連携マネージャーによる研究室訪問により発掘した学内の技術シーズ及び特

開発を強化するとともに，知的財産の利 とともに，知的財産の獲得が期待される 許相談による技術シーズを検討し，知的財産創出が期待されるテーマの抽出を行っ
活用を促進するための情報発信を積極的 研究テーマを抽出し，資金等の獲得強化 た。抽出したテーマに対して，シーズ発掘試験，つなぐしくみ等への申請等への外
に行う。 を図る。 部資金獲得の支援を実施した。

【７４】 【７４－１】
知的財産の利活用を促進するための支 とよはしTLOの会員制度を利用して知 とよはしTLOと連携し，シーズ発掘試験，つなぐしくみ（JST）に関する研究テー

援機関を設立する。 的財産の地域への移転を推進する。 マの発掘と申請等の外部資金獲得の支援を実施した。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(2) 研究に関する目標

② 研究実施体制等の整備に関する目標

中 ① 高度な研究を推進する体制と環境を整備する。（【75】～【78】）
期
目 ② 国際的・全国的・地域的共同研究，受託研究等をさらに推進するためのシステムを構築する。（【79】～【80】）
標

③ 学内研究資源（人材，資金，施設・設備機器など）を機動的に有効活用できるシステムを構築する。（【81】～【82】）

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【７５】 【７５－１】
全学的に高度な研究を推進するため， 「研究戦略室」の体制の見直しを図る。 研究戦略室設置以降の業務について見直しを行い，役割及び所掌する業務を明確

学長補佐を室長とする「研究戦略室」を 化するための検討を進めた。
設置する。

【７６】 【７６－１】
「研究戦略室」において，世界的な研 国家的・社会的研究開発動向等を反映 第３期科学技術基本計画及び文部科学省の競争的資金についての説明及び科学研

究開発動向等に関する情報提供や外部資 した情報提供，戦略的取組制度の検討結 究費補助金に採択実績のある教員による申請時の留意点等の説明を行い，外部資金
金の積極的な確保等に関する戦略的な企 果に基づき，第３期科学技術基本計画に 獲得に向け意識の向上を図った。また，学術研究の推進を図るための戦略的取組み
画立案を行う。 基づく新たな競争的研究経費の獲得方策 を検討し，「学術研究の戦略的推進」を策定した。」

を作成する。

【７７】 【７７－１】
技術開発センターをはじめとする研究 研究関連センター等の研究の推進，事 研究推進機構において，研究関連センターの活動状況について検証した。また，

関連センター等の再編を行うとともに， 業の効率化を図るため，委員会等の実施 設置後３年を経過するリサーチセンターの活動状況について評価を行った。
各センター等の効率化を図るため，副学 状況，活動状況について検証し，「研究
長を機構長とする「研究推進機構」を設 推進機構」の機能の見直しを図る。
置する。

【７８】 【７８－１】
「研究推進機構」において，研究プロ 研究基盤センターにおける研究・教育 研究基盤センターにおける教育・研究支援，地域貢献を図るため，「学術研究設

ジェクトに関する全学の情報を集約して 支援，技術講習会等の活動状況の分析結 備整備マスタープラン」に基づき，年度別整備計画に沿った研究設備の整備を進め
全学を俯瞰するとともに，新センターの 果に基づき，更なる研究・教育支援，地 た。
提案，編成を支援する。 域貢献を図るための方策を作成する。 また，設置後３年を経するリサーチセンターの活動状況について評価を行った。

また，研究活動を活性化するために設
置したリサーチセンター等の活動状況の
分析結果に基づき，研究の高度化を図る
ための方策を作成する。

【７９】 【７９－１】
教員の研究業績・社会活動等に関する 教員の研究業績，社会活動等に関する 教員の研究業績，社会貢献活動等について，最新情報を公式ウェブ及び広報誌に

情報をインターネット等を通じて学内外 最新情報を公式ホームページ及び広報誌 掲載した。また地元の記者クラブ等を通じて，本学教員の研究業績を積極的に外部
に公表する。 等で掲載するとともに，積極的に外部へ へ公表した。

公表するため，地元報道機関への情報提
供の活性化を図る。
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【８０】 【８０－１】
地域との連携や社会活動を積極的に行 実質的な交流を通して，海外｢サテラ 中国海外事務所及びインドネシア海外事務所を現地調査し，今後の事務所運営，

うとともに，国際的共同研究の推進を図 イト・オフィス｣の在り方を再検討する。について検討した。
るため，「サテライト・オフィス」を設 また，豊橋駅前「サテライト・オフィ また，豊橋駅前「サテライト・オフィス」においては，公開講座，市民講座，技
置し，充実を図る。 ス」における地域に向けた情報発信，地 術相談等に活用するとともに，パネル展示等により大学情報発信に活用した。この

域連携事業，産学官交流事業をより充実 ほか研究打合せ，地域関係者との打合せ等にも利用するなど効果的な活用を実践し
させるための企画・立案を行い，実施す た。
るとともに各種事業を見直し，より効果
的な活用方法を検討する。

【８１】 【８１－１】
研究資金，研究スペース等の研究開発 研究資金，研究スペース等の研究開発 既存施設の利用状況調査を行い，点検・評価を実施し，共用スペースの一部

に係る学内資源を有機的かつ機動的に運 に係る学内資源を，有機的かつ機動的に は新規プロジェクト研究（先端農業バイオリサーチセンター）等に再配分し，有効
用するため，課金制度などのシステムを 運用するため課金制度及び点検・評価等 利用を図った。また，情報通信実験棟，極低温実験棟の８室，393 ㎡を共用スペー
整備する。 システムの見直しを行い，さらなる共用 スとして確保した。

スペースの確保を検討し，改修整備を計
画して，よりいっそうの有効活用を図る。
また，競争的研究資源の運用方法・配分
方策の効果について検討する。

【８２】 【８２－１】
共用スペースを適切に管理・整備し， 共用スペースの配分及び技術移転支援 共用スペースの一部を新規プロジェクト研究（先端農業バイオリサーチセンター）

大型プロジェクト等への研究スペースの を開始する。徴収したスペース利用費等 に再配分し，有効利用を図った。
配分を可能にするとともに，獲得した外 を活用した研究基盤の整備を開始する。 また，設備機器の更新及び維持管理について設備整備計画（マスタープラン）の
部資金から管理費を徴収し，研究基盤の 設備機器の更新及び維持管理について 見直しを行った。
整備や技術移転を目指した研究支援に充 の設備整備計画（マスタープラン）を引
てる。 続き見直し，最先端かつ良好な教育研究

環境の維持に努める。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(3) その他の目標

① 社会との連携，国際交流等に関する目標

中 ① 地域社会への貢献のための体制を整備する。（【83】～【84】）
期
目 ② 大学が有する知や研究成果を活用し，教育・文化の向上，地域社会の活性化に貢献する。 （【85】～【91】）
標

③ 国際交流・連携を推進するための体制を整備する。（【92】～【95】）

④ 外国の大学，研究機関との連携・交流を推進する。（【96】～【99】）

⑤ 開発途上国に対する工学教育国際協力を推進する。（【100】～【104】）

⑥ 外国人研究者等の受入れ，海外への職員の派遣を積極的に推進する。（【105】～【107】）

⑦ 外国人留学生の受入れ，学生の派遣を積極的に推進する。（【108】～【109】）

⑧ 地域社会における国際化の支援を図る。（【110】～【111】）

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【８３】 【８３－１】
生涯学習，市民大学，高校との連携事 地域連携事業を体系的に整理し，必要 地域自治体と連携した市民大学講座，中日文化センターとの提携セミナー，高大

業等の推進など，地域社会との連携や支 に応じ実施方法・内容の改善を図りつ 連携事業，小中学校教育支援事業について必要な見直しを行いつつ実施した。
援事業を促進するため，学長補佐を室長 つ，スクラップアンドビルドを心がけた また，地域連携室が行う地域連携活動の方向性を明確化するとともに，業務の効
とする「地域連携室」を設置する。 事業の企画立案を行う。また，地域の要 率化と質の向上を図るため，地域連携戦略の策定を開始した。

望に応えられる地域連携体制を明確化す
る。

【８４】 【８４－１】
地域連携を実践的に実行するために， 豊橋駅前「サテライト・オフィス」に 豊橋駅前「サテライト・オフィス」において公開講座，市民大学講座，東三河サ

キャンパス外に 「サテライト・オフィ おける地域社会に向けた情報発信，地域 イエンスカフェ等の地域連携事業を実施した。このほか研究打合せ，地域関係者と
ス」を設置し，大学情報の発信，市民大 連携事業，産学官交流事業を実施すると の打合せ等にも利用するなど効果的な活用を実践した。
学，生涯学習等の地域連携，産学官交流 ともに，必要に応じ実施方法・内容の改
等を推進する。 善を図り，より効果的な活用方法を検討

する。

【８５】 【８５－１】
地域文化の振興に資するため，公開講 地域文化の振興に資するための公開講 地域文化の振興に資するため，公開講座，技術者養成研修，市民大学講座等を実

座，図書館の開放，体験学習等を拡充す 座，図書館の開放，体験学習等を実施す 施した。また，本学附属図書館の学外利用者の拡大・促進を図るため，豊橋駅前サ
る。 るとともに，事業を体系的に整理し，必 テライト・オフィスを図書の貸出・返却窓口として活用することを検討し，実現に

要に応じ実施方法・内容の改善を図る。 向けて問題点等の調査を開始した。

【８６】 【８６－１】
地域の社会人に対するリフレッシュ教 地域の社会人に対するリフレッシュ教 ミニ大学院アフターファイブコース，技術者養成研修，集積回路技術講習会を実

育，技能研修を促進する。 育，技能研修を促進するための事業を実 施し，地域の社会人に対するリフレッシュ教育，技術研修を促進した。
施するとともに，事業を体系的に整理し，
必要に応じ実施方法・内容の改善を図
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る。

【８７】 【８７－１】
初等，中等，高等教育機関に対する出 初等，中等，高等教育機関に対する出 小学生を対象とした「ひらめき☆ときめきサイエンス講座」小中学生を対象とし

前授業，研修生の受け入れ，教員の専門 前授業，研修生の受入れ，教員の専門教 た「Jr．サイエンス講座」，高校生を対象にした「サイエンス・パートナーシップ
教育研修等の教育サービスの提供を推進 育研修等の教育サービス事業等を実施す ・プログラム」を実施した。また，地域学校への出前講座も積極的に行った。
する。 るとともに，事業を体系的に整理し，必 専門教員研修等の教育サービス事業として，高専教員を対象とした「情報処理

要に応じ実施方法・内容の改善を図る。 教育実践研修会」，工業高校教員を対象とした技術講習会を実施した。

【８８】 【８８－１】
地元自治体と連携して，地域住民の生 東三河地域防災研究協議会と連携して 東三河地域防災研究協議会の受託研究５テーマを実施し，その成果を政策提言書

活と安全を守るための研究，政策提言を 防災に関する調査研究，防災意識啓発事 として提出したほか，同協議会が開催した会議，セミナー，シンポジウム等に積極
行い，地域防災対策活動を積極的に支援 業等を実施し，名古屋大学，名古屋工業 的に参加した。
する。 大学との地震対策に関する連携事業を推 また，名古屋大学，名古屋工業大学と連携した地震対策事業は，本事業で整備し

進する。 た動的耐震実験装置を用いて過去２年間実施してきた粘弾性ダンパー付間柱補強RC
造フレーム，ブレーキダンパー付間柱補強RCフレームの動的実験結果に基づいて，
当該補強工法による耐震補強設計法を提案した。

【８９】 【８９－１】
地域企業等の技術開発を支援するた 地域企業等の技術開発を支援するた 「共同研究の技術シーズ情報」及び「研究紹介」をホームページで公開するとと

め，企業等と大学との共同研究を推進す め，大学が有する最先端の研究情報を効 もに「共同研究候補テーマ一覧」，「研究紹介」を作成し，各種フェア等及び駅前サ
る 果的かつ積極的に発信するなど，地域企 テライト・オフィスで開催した公開講座等で配付し，研究情報を積極的に発信した。

業等との共同研究等を推進するための方
策を作成する。

【９０】 【９０－１】
地域社会の活性化，発展に寄与するた 地域企業等との技術交流をより積極的 とよはしＴＬＯと連携して技術シーズ展を開催し，本学の研究・開発成果を発信

め，研究・開発成果の技術移転，起業家 に推進し，地域社会の活性化・発展のた した。また，地域産業界との技術交流を目的としてＴＵＴ技術交流会を開催した。
育成を推進する。 めの研究活動の強化方法を検討する。

【９１】 【９１－１】
地域企業等への大学からの講師派遣， 地域企業等への講師派遣など，人的交 地域企業等への講師派遣などの人的交流計画をもとに，地域産業界の懇話会及び

社会人の大学院への受入れなど，人的交 流計画等により，人的交流を積極的に推 地方公共団体と連携した市民大学講座講師，企業の技術指導，地方公共団体の協議
流を積極的に推進する。 進する。また，長期履修制度を企業，公 会委員など，大学から多数の職員を地域企業，地方公共団体に派遣した。

共団体等に周知し，社会人学生の受入れ また，社会人学生を受入れるため，大学院長期履修制度による入学者募集を開始
を積極的に推進する。 した。

【９２】 【９２－１】
外国の大学・研究機関等との交流・

連携の基本方針，教員の海外派遣，研究 平成16年度に実施済みのため，19年度
者の受入れ，学生の海外留学，外国人留 は年度計画なし
学生の受入れを推進するため，学長補佐
を室長とする「国際交流室」を設置する。

【９３】 【９３－１】
国際交流・連携を支援する事務組織

を一元化し，体制を強化する。 平成16年度に実施済みのため，19年度
は年度計画なし
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【９４】 【９４－１】
国際交流・連携を実践的に実行するた 海外への情報の発信，外国人留学生の 日韓プログラム留学推進フェア及びアジア地域で開催された日本留学フェアに積

めに，海外に「サテライト・オフィス」 受入れ，研究者交流等を推進する。 極的に参加し，本学の情報提供を継続して行った。
を設置し，海外への情報の発信，外国人 他大学の海外オフィスとの連携につい また，インドネシア事務所を拠点として，「大学生国際交流プログラム」を実施
留学生の受入，研究者交流等を推進する。て検討する。 し，本学学生とバンドン工科大学，ガシャマダ大学，ホーチミン工科大学とワーク

海外｢サテライト・オフィス｣の展開方 ショップを通して交流を推進した。
針を策定する。

【９５】 【９５－１】
外国の大学・研究機関等との交流協定 外国の大学，研究機関等との交流協定 交流協定校との学術交流・研究者交流状況の調査を実施した。また，本年度新た

の締結を推進するとともに，締結した協 の締結や交流協定締結機関との交流状況 にアシウト大学（エジプト），パランカラヤ大学（インドネシア），ウェイン州立大
定校との交流状況を確認し，必要に応じ を調査し分析する。調査分析した交流状 学（米国）との交流協定を締結した。
て見直す。 況に基づき，協定の見直しを行う。

【９６】 【９６－１，９７－１】
重点交流拠点大学・研究機関を複数選 重点交流拠点大学を選定し，研究者， これまでのアンケート調査，国際交流委員会での検討を踏まえ，ツイニング

定し，研究者，学生，職員の幅広い交流 学生，職員等の交流の状況調査に基づき，・プログラムを実施しているベトナムのハノイ工科大学とホーチミン市工科大
を推進する。 交流拡大の支援方策を検討する。 学，インドネシアのバンドン工科大学を選定した。また，これら重点交流拠点

大学の交流実績を分析し，今後の連携・協力の方策を検討した
【９７】
重点交流拠点大学・研究機関と本学と

の間で，共同研究，海外企業を含めた三
者間研究協力などを積極的に推進する。

【９８】 【９８－１】
外部資金，各種制度，交流協定等を活 海外共同研究の状況について，調査・ ICCEEDにおいて受託契約したJICA「集団研修」及び文部科学省「国際教育協力イ

用し，共同研究の推進を図る。 検討方法を策定する。 ニシアティブ」事業により８カ国14名の大学教員・研究機関研究員及びスリランカ
・モロツワ大学教員５名を受入れ，開発途上国における産学官連携による大学工学
部の機能強化を進めた。

【９９】 【９９－１】
国際研究集会に参画するとともに，国 国際研究集会参画の状況について，調 「国際研究集会等の取扱いについて」に基づき，これまで経費支援をした担当教

際研究集会の開催を支援する。 査・分析方法を検討する。 員の開催状況・経費使途及び報告内容の検討・評価を行い，募集した結果，国際研
国際研究集会の支援の在り方につい 究集会の開催支援を本学主催の国際ワークショップに経費支援した。また，日本学

て，調査・分析する。 術振興会（JSPS）が公募している国際研究集会について，ホームページ等により教
｢国際会議（セミナー）の取扱要領｣に 員に周知した。

基づいて，国際研究集会の開催を支援す
る。

【１００】 【１００－１】
開発途上国の工学教育強化プロジェク 本学教員を（独）国際協力機構（JICA） アセアン工学系高等教育ネットワークプロジェクトに本学教員６名を派遣した。

トに参画するため，工学教育国際協力研 の高等教育開発プロジェクトであるアセ また，JICA特別案件「産学官連携コーディネーター養成研修コース」調査団として
究センター（ICCEED）を中心に本学の教 アン工学系高等教育ネットワーク（AUN/ ICCEED教員２名をインドネシア，タイ，ウズベキスタンに派遣した。
員を個別専門家として積極的に派遣す SEED-Net）プロジェクトに継続的に教員 ベトナムにおけるプロジェクトに関しては，平成18年度から継続して本学教員１
る。 を派遣する。 名を長期専門家として派遣した。

ベトナムにおける高等教育プロジェク
トに継続的に参画する。
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インドネシアにおける産学連携プロジ
ェクト，大学院設置プロジェクトの調査
研究への参画を継続する。

【１０１】 【１０１－１】
開発途上国の工学系人材育成のため， 開発途上国の工学系人材育成のため， 遠隔授業実施方法の問題点の抽出及び大学院講義実施方法について検討し，遠隔

「人材育成コース」及び「遠隔教育シス 遠隔授業プログラムの実施方針に基づい 授業プログラム用のカリキュラム策定を進めるとともに，通信回線の利用可能状況
テム」等の在り方を工学教育国際協力研 たカリキュラムの策定を，配信元と配信 等を考慮した教材及び授業内容の配信方法，教育方法を検討した。
究センター（ICCEED）を中心として検討 先の教員の協働で行い，遠隔授業の試行 また，遠隔授業に向けたテレビ会議システムを導入を行い，バンドン工科大学と
する。 と具体的な授業方法の策定を行う。 遠隔授業の実施に向け，現地教員と今後の遠隔授業方法について検討を行った。

【１０２】 【１０２－１】
開発途上国の技術者の技術能力向上の 開発途上国の技術者の技術能力向上の 国際協力機構（JICA）長期研修員事業を通じて，修士課程３名及び博士課程１名，

ため，独立行政法人国際協力機構等が開 ため，（独）国際協力機構（JICA）の研 日本国際協力センター（JICE）人材育成支援無償事業を通じて５名，合計12名の研
発途上国から招致した者を研修員として 修員事業及び（財）日本国際協力センタ 修員を受入れた。
受入れる。 ー（JICE）の支援無償事業等による研修 JICA集団研修に参加した研修員は帰国後のアクションプランを作成し，これに基

員の継続的な受入れと修了者へのフォロ づき現地での活動を調査することとした。併せて研修員同士のネットワークを形成
ーアップを実施する。また，フォローア した。また，本学で研修を修了し帰国した集団研修研修員及び長期研修員研修員に
ップ方法の改善のための調査及び改善策 ついて，帰国後の本国での活動状況及び成果に関し国際協力機構（JICA）との調査
の検討を行う。 協力について検討した。

【１０３】 【１０３－１】
開発途上国の発展に寄与するため，独 本学教員をJICAのAUN/SEED-Netプロジ アセアン工学系高等教育ネットワークの国内委員会に本学教員を１名参画させ

立行政法人国際協力機構等が設置する国 ェクトに係る国内委員会及び国内支援委 た。
内委員会委員として参画する。 員会へ継続的に参画させる。また，新規

委員会が設置された場合には，各委員会
に１，２名ずつ委員として参加させる。

【１０４】 【１０４－１】
開発途上国の工学系人材育成の支援の 大学及び工業高等専門学校教員を対象 データベース情報の登録・更新システムを構築するとともに，データベース

一環として，工学教育国際協力研究セン とした国際協力人材データベースの更新 登録者を中心とした人材育成セミナーを２回実施し，JICA及び文部科学省等の国際
ター（ICCEED）において国際協力人材デ ・整備を実施し，データベースの質の向 協力プロジェクトへの参画に関する情報発信を行った。
ータベースや過去のプロジェクトの投入 上と実用的なデータベースへの改善を図 また，大学生の国際協力への関心を高めるため本学卒業生を講師として「大学生
と成果に関するデータベースを構築す る。また，データベース登録者を対象と のための国際協力セミナー」を昨年度に継続して開催した。
る。 した人材育成支援セミナーを実施する。

【１０５】 【１０５－１】
外国人教員・研究者の受入れは，国際 国際交流協定校等から受入れる外国人 国際交流協定校等からの外国人教員・研究者を本学教員の5.5％（12名）受入れ

交流協定校等から，本学教員の５％程度 教員・研究者を支援する体制を充実す た。
以上を受入れる。 る。

【１０６】 【１０６－１】 サバティカル研修として，合計３名の教育職員を６ヶ月以上海外に派遣した。
本学教員の研究の国際的レベルを維持 サバティカル制度を施行する。

・発展させるため，海外派遣の一環とし
てサバティカル制度の在り方を検討し，
その導入を図る。
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【１０７】 【１０７－１】
本学職員を各種制度及び各種事業等を 海外への職員の派遣を積極的に推進す 日本学術振興会等海外派遣制度に申請し１件採択された。また，文部科学省の国

活用し，積極的に海外へ派遣する。 るため，各種派遣事業を行う。派遣教員 際化推進プログラムによりスウェーデン及び米国に教員を派遣した。
の長期不在時の職務を代行するための臨 「若手研究者育成プログラム」による海外研修員の派遣・公募を継続的に実施し，
時教員の採用体制，学内の各種委員会や，助教１名を長期海外研修員として米国へ派遣した。
その構成委員数の大幅な削減等について また，派遣した教員による報告会を開催し，これを参考に派遣期間中における職
検討する。 務代行等について検討を行った。

【１０８】 【１０８－１】
留学プログラムの開発や，政府機関・ 外国人留学生の受入れについて，多様 平成19年度についても積極的に外国人留学生を受入れ，191名が在籍し，在籍人

団体等の受入制度を活用し，外国人留学 な制度を活用して在籍人数200名程度を 数200名程度を維持した。
生の受入れに努め，その在籍人数は200 維持する。
名程度を維持する。

【１０９】 【１０９－１】
外国における実務訓練の実施など，本 （独）日本学生支援機構（JASSO），海 海外実務訓練等の留学制度により12名を海外留学させた。

学学生の海外留学の支援方策等の充実を 外実務訓練等の留学制度により，各課程
図る。 ・専攻から複数名を海外留学させる。

【１１０】 【１１０－１,１１１－１】
地域の海外都市との友好親善事業を積 愛知県，豊橋市等の地方公共団体及び 周辺自治体，国際交流団体との意見交換会を開催し，地域ニーズの把握を行うと

極的に支援する。 地域の国際交流団体等と協議を行い，地 ともに豊橋市等が主催する各種行事に留学生を積極的に参加させるとともにアンケ
域ニーズの把握に努める。留学生の各種 ートを実施した。また，国際理解教育講師として近隣の小中学校へ留学生を派遣し

【１１１】 行事参加について，参加後にアンケート た。
通訳や国際理解教育等のために，本学 を実施し，課題等を調査する。留学生の

教員及び外国人留学生を企業や小・中・ 行事参加の問題点を地域の国際交流団体
高等学校に派遣する。 等と協議する。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(3) その他の目標

② 高等専門学校との連携に関する目標

中 ① 高等専門学校の資質の向上，発展に向けて，連携強化を図る。（【112】～【117】）
期
目
標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【１１２】 【１１２－１】
高等専門学校への情報発信，本学教員 高等専門学校との相互の情報交換を活 地区ごとに高専訪問エキスパート教員をアサインし，春秋の高専訪問前後の打合

による高等専門学校訪問の充実と，高等 発化し，教育・研究面での連携をより一 せ会議において訪問戦略について検討を行った。また，当該教員が高専訪問する際，
専門学校の教育・研究内容及び高等専門 層充実させるとともに，情報発信，高専 情報を効果的に集約・分析するため，高専報告書を作成することを決定した。
学校生の進路状況の分析を行うため，学 訪問の効果について再検討する。
長補佐を室長とする「高専連携室」を設
置する。

【１１３】 【１１３－１】
高等専門学校生を対象に，体験実習を 高等専門学校生を対象に，体験実習を 体験実習生を９１名受入れ，高専連携プロジェクトにより１０高専から受入れた

実施し，毎年度，現役高等専門学校生を 実施し，現役高専生を100名以上受入れ ２３人と合わせ，100名以上の高専学生を受入れた。
100名以上受け入れる。 るとともに，平成18年度に行ったアンケ

ート調査の分析結果を踏まえて，体験実
習の質的改善の方策を検討する。

【１１４】 【１１４－１】
高等専門学校との人事交流，共同研究 高等専門学校との人事交流，共同研究 平成19年度から高専・両技科大教員交流制度を立ち上げ，高専との人事交流を具

の推進について具体的な方策を検討し， を推進するための新たな事業を実施す 体化した。また，高専連携教育研究プロジェクト制度を新たに整備し，延べ104件
実施する。 る。 の共同研究をスタートさせた。

【１１５】 【１１５－１】
高等専門学校教員が情報処理に関する 高等専門学校教員が情報処理に関する 「高等専門学校情報処理教育担当者上級講習会」を実施した。平成１９年度は，

高度の知識と技術を修得できるよう，関 高度の知識と技術を修得できるよう，既 １４校１４名が受講した。
連事業を支援する。 存の関連事業の改善結果を検証する。

【１１６】 【１１６－１】
高等専門学校専攻科修了の社会人に対 大学院長期履修制度特別コースを開設 高専本科や専攻科を修了した社会人を対象とした「修士及び博士課程長期履修制

して，修士課程において，高等専門学校 し，高等専門学校専攻科修了の社会人に 度」の内容をパンフレットにして高専に送付し，募集を開始した。
専攻科教員，社会人が所属する企業と本 対して，修士課程・博士後期課程の募集
学教員が連携協力した教育システムを整 を開始する。また，本学教員，同コース
備する。 学生が所属する企業と高等専門学校専攻

科教員との連携の下に指導する教育体制
を整備する。
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【１１７】 【１１７－１】
ｅラーニング等の遠隔教育による教育 Web教材の充実を図り，ｅ－ラーニン 新規教材６科目を開発し，配信可能科目数を18とした。また，Web教材に関する

環境を整備し，推進する。 グ等の遠隔教育を推進する。また，平成 著作権についての調査を継続した。
18年度に続きWeb教材に関する著作権に
ついて調査を行う。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況に関する特記事項

１ 教育方法等の改善 新入生オリエンテーション時に「心と体の健康調査」を実施し，カウンセリン
グ等の支援を必要する学生の実態を把握するとともに，傷害を持つ学生の修学支

(1)教育方法・授業方法改善のための組織的取組状況 援を目的として，障害者チューター制度を導入した。
昨年度に実施した教員の教育研究活動に関する個人評価（試行）の結果を検証し，

評価方法及び評価基準の見直しを行い，全教員を対象に教員の個人評価を実施した。(2)学生生活支援，就職支援等に関する組織的取組状況
さらに，この評価結果を参考にして教育に関して特に顕著な功績を挙げた教員を 優秀な研究成果が期待できる博士後期課程学生に対して経済的支援を行う，学

「教育特別貢献者」として表彰するとともに，同者を講師として全教員を対象とし 生特別支援制度の適用を拡大し充実するとともに，授業料免除制度を見直し，免
た「FD研修」を実施した。 除額及び対象者の増を図った。
また，各系における組織的FD活動状況とその成果を調査し，全学的な教育改革に また，学生の職業意識の形成に資するため，これまでの就職資料室を移転・拡

有効活用するためのデータベース化，マニュアル化についての検討を行った。 充して「キャリア情報室」とし，情報検索用パソコンの整備等を行った。
就職相談，就職ガイダンス，就職特別講演会，学内企業説明会，就職講座等，

(2)教育課程等の改善に関する組織的取組状況 各種の就職ガイダンスについても，必要な見直しを随時行い継続実施するととも
教養教育改善を目的として，教務委員会の下に設置した「共通教育連携ネットワ に，外部専門家の助言に基づき新たな方法を取り入れるなど支援の充実を図った。

ーク」の検討会を開催し，基礎教育科目群の現状と問題点の洗い出し及び各系の意
見聴取を行い，具体的なカリキュラム改善案を検討した。
また，工学の分野の職業に従事する社会人が修士又は博士後期課程の大学院教育 ３ 研究活動の推進

を経済的，時間的に受けやすくするための「大学院長期履修制度」を整備し，その
内容をパンフレット及び大学ホームページにより広報し，学生募集を行った。 (1)研究活動の推進のための有効な法人内資源配分等の取組状況

日本技術者教育認定機構（JABEE）の技術者教育プログラムの中間審査を受け、 大学全体の研究開発ポテンシャルの向上を目指して，学内資源を競争的に配分
２課程が３年間の認定延長，２課程が２年間の認定が認められた。平成19年度にお した。教育研究の活性化を図ることを目的とした「教育研究活性化経費」，35歳未
いては，工学部全８課程中，境界領域分野の１課程を除く７課程（８コース）がJA 満の若手教員の研究に対して助成する「若手教員支援経費」，未来生存型先端技術
BEEの認定を得ている。 の開発とプロセス・システムの構築を目指す，40歳未満の若手教員を対象として
さらに，高度な専門知識とマネジメント能力を備えた人材創出を目標とする大学 「未来技術流動研究センター若手教員プロジェクト」及び高専との連携強化を目

院教育プログラム開発のための，多領域に展開可能なファカルティ・ディベロップ 的とした「高専連携プロジェクト」を随時見直しを行ったうえで実施した。また，
メント･モデルの構築を目的とした「大学院教育改革による高度専門家養成のため 博士及び修士学生を対象とした「未来技術流動研究センター学生プロジェクト研
のファカルティ・ディベロップメント･プログラムの創設」が平成20年度から特別 究助成」についても実施した。
教育研究経費で措置されることが決定した。 研究スペース等の研究開発に係る学内資源を，有機的かつ機動的に運用するた

め課金制度及び点検・評価等システムの見直しを行い，共用スペースの一部を新
(3)成績評価方法等の改善のための取組状況 規プロジェクト研究等に再配分するなど一層の有効利用を図った。

成績評価基準に統一性を持たせるため，全授業科目のシラバスに記載している成
績評価基準と評価の在り方等の記載状況について調査し，記載不十分な科目に対し (2)研究活動の推進のための有効な組織編成の状況
修正を指示し，統一性等の徹底を行った。 研究を活性化し，分野横断的な研究を行うため，未来ビークルリサーチセンタ

ーをはじめとした７リサーチセンター体制に加え，19年度に「オーエスジーナノ
マイクロ加工学講座」及び「しんきん食農技術科学講座」の２つの寄附講座を設

２ 学生支援の充実 置し，外部資金の活用による教育・研究組織の充実を図った。
また，設置後３年を経過するリサーチセンターの活動状況について組織評価を

(1)学生支援体制の改善のための組織的取組状況 実施した。
工業高校からの推薦入学者に対する入学後の学業成績に関する調査結果に基づき

入学前指導の内容等の見直しを行った。
また，ウェブによる履修登録導入に向け整備を行い，平成20年度からの運用を決

定するなど，授業履修及び学習に関する相談・助言体制の充実を図った。
さらに，年々増加・複雑化する学生相談に対応するため，これまでのカウンセラ

ー増員，カウンセリング回数増に加え，担当者の資質向上を図るため各種セミナー
等への参加などによる研修を行った。
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(3)研究活動推進のための組織的な取組状況 (3)国際交流，国際貢献の推進のための組織的取組状況
独立行政法人農業環境技術研究所と科学技術・学術研究の振興と研究成果の社会 開発途上国の工学教育強化プロジェクトに参画するため，アセアン工学系高等

活用の推進を目的として締結した包括協定に基づき，先端農業・バイオリサーチセ 教育ネットワークに本学教員６名を派遣し，ベトナムにおける高等教育プロジェ
ンターを中心に農工連携を実施するとともに，独立行政法人物質・材料研究機構と クトでは，昨年度から引き続き，長期専門家として１名を派遣した。
科学技術・学術研究の振興と研究成果の社会活用の推進を目的として締結した包括 JICA「集団研修」及び文部科学省「国際教育協力イニシアティブ」事業により1
協定及び大学院教育の拡充を図るための包括協定に基づき，物質･材料研究の連携， 4名の大学教員・研究機関研究員及びスリランカ・モロツワ大学教員５名を受入
大学院教育の拡充を図った。 れ，開発途上国における産学官連携による大学工学部の機能強化を進めた。
また， 愛知県との「地域における科学技術の発展等に向けた連携実施協定」に基 また，インドネシア事務所を拠点とし，「大学生国際交流プログラム」を実施し，

づき発足した愛知県との連携推進協議会を通じ，農業・水産・健康長寿・環境・衛 本学学生とバンドン工科大学，ガジャマダ大学及びホーチミン工科大学の学生が
生・産業技術の各分野の連携を図った。 ワークショップを通じて交流を推進した。

さらに，重点交流拠点大学にツイニング・プログラムを実施しているベトナ
ムのハノイ工科大学とホーチミン市工科大学，インドネシアのバンドン工科

４ 社会連携・地域貢献，国際交流等の推進 大学を選定するとともに，これら重点交流拠点大学の交流実績を分析し，今後
の連携・協力の方策を検討した。なお，博士課程における英語特別コース，

(1)地域活性化，地域貢献等社会への貢献のための組織的取組状況 マレーシア工科大学等とのツイニングプログラムについて，それぞれ平成20
文部科学省特別教育研究経費・連携融合事業である「県境を跨ぐエコ地域づくり 年度からの開設等を決定した。

戦略プラン」における地域課題に関係する研究を推進した。 日韓プログラム留学推進フェア及びアジア地域で開催された日本留学フェアに
東三河地域防災研究協議会の受託研究を実施し，その成果を政策提言書として提 も継続的に参加し，本学の情報提供を行った。

出したほか，各種セミナー等に積極的に参加し，地域の防災力向上のための市民啓
発に努めるとともに，名古屋大学及び名古屋工業大学と連携して設立した「愛知建
築地震災害軽減システム研究協議会」における連携事業を推進した。

また，小学生を対象とした「ひらめき☆ときめきサイエンス講座」，小中学生を
対象とした「Jr．サイエンス講座」，高校生を対象にした「サイエンス・パートナ
ーシップ・プログラム」を実施するとともに，地域学校への出前講座も積極的に行
った。
さらに，専門教員研修等の教育サービス事業として，高専教員を対象とした「情

報処理教育実践研修会」，工業高校教員を対象とした技術講習会を実施した。この
ほか，豊橋駅前「サテライト・オフィス」を活用し，公開講座，市民大学講座，東
三河サイエンスカフェ等の各種地域・社会連携事業を実施した。

(2)産学官連携等のための体制の整備・推進状況
産学連携を強化することを目的に産業界に太いパイプを持つ信用金庫等との連携

協定を締結するとともに，連携連絡会を開催し，技術移転活動に関する産業界の意
見収集を行った。
また，とよはしＴＬＯと「発明の産業界への技術移転業務に関する委託契約」を

締結し，本学が保有する知的財産の技術移転活動を推進した。
学内に向けては，特許・知的財産権セミナーを開催し，特許出願マインドの啓発

を行うとともに，発明の届出に関する学内ルールの浸透を図り，「特許相談」を実
施した。
さらに，知財連携マネージャーによる研究室訪問により，発掘した学内の技術シ

ーズ及び特許相談による技術シーズを検討し，知的財産創出が期待されるテーマの
抽出を行った。抽出したテーマに対して，シーズ発掘試験，つなぐしくみ等への申
請等への外部資金獲得の支援を実施した。
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Ⅲ 予算（人件費見積もりを含む。），収支計画及び資金計画

※ 財務諸表及び決算報告書を参照

Ⅳ 短期借入金の限度額

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

【１７２】 【１７２－１】 該当なし
１ 短期借入金の限度額 １ 短期借入金の限度額

１１億円 １１億円

２ 想定される理由 ２ 想定される理由
運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等に 運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等に

より緊急に必要となる対策費として借り入れする より緊急に必要となる対策費として借り入れする
ことも想定される。 ことも想定される。

Ⅴ 重要財産を譲渡し，又は担保に供する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

計画の予定なし 計画の予定なし 該当なし

Ⅵ 剰余金の使途

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

【１７３】 【１７３－１】 教育研究環境の整備・充実を図るため，３次元マルチスケール
決算において剰余金が発生した場合は，教育研 決算において剰余金が発生した場合は，教育研 物質機能解析システムの整備に63,653千円，学生交流会館増設工

究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 事に60,375千円，人事給与統合システムの整備に19,929千円を執
行した。
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Ⅶ そ の 他 １ 施設・設備に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源 施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源 施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源

総額 施設整備費補助金 総額 施設整備費補助金 総額 施設整備費補助金

小規模改修 168 （ 168 ） 校舎耐震改修 179 （ 151 ） 校舎耐震改修 202 （ 174 ）
船舶建造費補助金 船舶建造費補助金 船舶建造費補助金

（ ） （ ） （ ）
長期借入金 長期借入金 長期借入金

（ ） （ ） （ ）
国立大学財務・経営セン 国立大学財務・経営セン 国立大学財務・経営セン

ター施設費補助金 ター施設費補助金 ター施設費補助金

（ ） 小規模改修 （ 28 ） 小規模改修 （ 28 ）

(注１) 金額については見込みであり，中期目標を達成すため 注）金額は見込みであり，上記のほか，業務の実施状況等を勘案し

に必要な業務の実施状況等を勘案した施設設備の整備や た施設・設備の整備や，老朽度合い等を勘案した施設・設備の改修

老朽度合等を勘案した施設・設備の改修等が追加される 等が追加されることもあり得る。

こともある。

(注２) 小規模改修について１７年度以降は16年度同額として

試算している。なお，各事業年度の施設整備費補助金，

船舶建造費補助金，国立大学財務・経営センター施設費

交付金，長期借入金については，事業の進展等により所

要額の変動が予想されるため，具体的な額については，

各事業年度の予算編成過程等において決定される。

○ 計画の実施状況等
物質人文社会研究棟耐震改修その他工事，物質人文社会研究棟空調設備改修

その他工事，物質人文社会研究棟３階ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ対策その他工事，語学ｾﾝﾀｰ空調設
備改修工事を実施した。
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Ⅶ そ の 他 ２ 人事に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

【１７４】 【１７４－１】 平成19年４月以降の助教への採用・昇任者に対して
教育職員の流動性，多様化を推進するため，任期 教育職員の流動性，多様化を推進するために，任期 任期制を導入した。

制ポストの拡充を図り，採用は，原則公募制とし， 制の導入を実施する。また，公募制の実施に関して検 また，公募制について検証し，応募者が少数などの
企業経験者等多様な人材の採用を考慮する。 証する。 公募による人選が困難な場合は，多様な方法で適任者

を選考することを教員採用の方針として示すとともに，
大学公式ホームページ及び若手研究者人材育成データ
ベース構築事業（JREC-IN）へ公募内容を掲載すること
で企業経験者等多様な人材への周知に配慮した。同様
に，公募結果についても掲載した。

さらに，（独）高等専門学校機構，長岡，豊橋両技
科大による教員交流に関し「高専・両技科大間教員交
流制度実施要項」を制定し，任期を定めた相互の人事
交流を平成20年度から実施することを決定した。

任期付教員の再任の可否に係る審査方法・体制を検
討し，任期付教員再任手続要領を制定し，任期付教員
の再任審査を実施した。

【１７５】 【１７５－１】 「平成19年度東海・北陸地区国立大学法人等職員採用
事務職員の採用は，国立大学法人等職員採用試験 「東海・北陸地区国立大学法人等職員採用試験」に 試験」合格者から，31名に対し面接を行い，平成19年

合格者からの採用を基本とし，専門性の高い人材を より必要な事務職員(技術職員を含む。)を採用する。 度に３名を採用し，平成20年度に採用者１名を内定し
必要とする場合は，公募により選考する。 なお，専門性の高い人材が必要となった場合は，公募 た。

等により採用する。 専門性が高い人材を必要とする場合の選考採用につ
いて，学内公募による非常勤職員からの転換制度等の
検討を行った。

【１７６】 【１７６－１】 新たに，東海地区の２つの国立大学法人との人事交
大学を始めとする関係機関との人事交流を計画的 事務職員全体の活性化に資するため，他の国立大学 流を実施したほか，引き続き大学評価・学位授与機構

に実施し，事務職員全体の活性化を推進する。 法人等との人事交流を継続して計画的に実施する。 と人事交流を実施した。
また，東海・北陸地区国立大学法人等課長登用候補

者名簿に搭載されている女性係長を高等専門学校の課
長職に登用させた。

【１７７】 【１７７－１】 事務改革アクションプランに基づき事務職員の適正
職員の適正配置及び研修等により能力の向上を図 事務の効率化を推進するため，職員の適正な配置を 配置を検討し，平成20年４月以降の事務組織を２部10

り，事務の効率化を推進する。 検討するとともに，多様な研修計画を企画し，積極的 課体制から１次長８課体制に再構築するなど，抜本的
に研修へ参加させる。 な見直しを行った。

また引き続き，階層別研修，大学運営関係研修に加
え，専門的知識，技能付与等，資質の向上を目的とし
た多様な研修に積極的に参加させた。特に，衛生管理
者資格取得準備講習会を初めて学内で開催し，資格取
得者を12名から44名（教員含む）に大幅に増加させる
ことができた。
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○ 別表１（学部の学科、研究科の専攻等の定員未充足

の状況について）
学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 工学研究科博士後期課程

(a) (b) (b)/(a)×100 機械・構造システム工学専攻 18 20 111
(人) (人) (％)

工学部 機能材料工学専攻 24 30 125

機械システム工学課程 114(109) 170 156 電子・情報工学専攻 42 44 105

生産システム工学課程 120(115) 155 135 環境・生命工学専攻 18 31 172

電気・電子工学課程 114(109) 155 142

情報工学課程 120(115) 142 123

物質工学課程 100( 95) 133 140

建設工学課程 112(107) 156 146 博士課程 計 102 125 123

知識情報工学課程 120(115) 133 116 合 計 1,812 2,185 121

エコロジー工学課程 120(115) 130 113
○ 計画の実施状況等

※１年次未配属（推薦選抜除く） ( 40) 46
各課程の( )内は未配属者を除く内数を示 特にコメントなし

す

学士課程 計 920(920) 1220 133

工学研究科修士課程

機械システム工学専攻 94 114 121

生産システム工学専攻 100 127 127

電気・電子工学専攻 108 137 127

情報工学専攻 100 87 87

物質工学専攻 80 69 86

建設工学専攻 92 116 126

知識情報工学専攻 116 113 97

エコロジー工学専攻 100 77 77

修士課程 計 790 840 106



○　別表２（学部、研究科等の定員超過の状況について） 豊橋技術科学大学

（平成16年度）

○計画の実施状況等

　特にコメントなし

47 812 91.0%

（人） （人） （％）

工学研究科 892 931 119 40 0 3

(人) （人） （人） （人） （人） （人）

休学
者数
（Ｇ）

（人） （人）

収容定員
（Ａ）

左記の外国人留学生のうち

国費
留学生数

（Ｄ）

大学間交流
協定等に基
づく留学生等

数（Ｆ）

収容数
（Ｂ）

（人）

1,213

29 48

定員超過率
（Ｋ）

（Ｊ）／（Ａ）×100

95

（人）

超過率算定
の対象となる
在学者数

（Ｊ）
【（Ｂ）-（Ｄ,E,F,Ｇ,Iの合計）】

左記の留年者数の
うち、修業年限を
超える在籍期間が
２年以内の者の数

（Ｉ）

左記の収容数のうち

（人）

学部・研究科等名

1,081

留年
者数
（Ｈ）

32

（人） （人） （人）

外国政府
派遣留学
生数（Ｅ）

（人）

17

外国人
留学生数

（Ｃ）

（％）

117.5%3

（人） （人）

100314

（学部等） (人)

920

（研究科等）

工学部
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○　別表２（学部、研究科等の定員超過の状況について） 豊橋技術科学大学

（平成17年度）

○計画の実施状況等

　特にコメントなし

39 810 90.8%

（人） （人） （％）

工学研究科 892 936 118 46 8 8

(人) （人） （人） （人） （人） （人）

（人） （％）

119.8%324

収容数
（Ｂ）

5

（人） （人）

外国人
留学生数

（Ｃ）

（学部等） (人) （人）

920 1,238工学部

（研究科等）

学部・研究科等名

1,102

留年
者数
（Ｈ）

45

（人） （人） （人）

外国政府
派遣留学
生数（Ｅ）

（人）

定員超過率
（Ｋ）

（Ｊ）／（Ａ）×100

88

（人）

超過率算定
の対象となる
在学者数

（Ｊ）
【（Ｂ）-（Ｄ,E,F,Ｇ,Iの合計）】

左記の留年者数の
うち、修業年限を
超える在籍期間が
２年以内の者の数

（Ｉ）

左記の収容数のうち

16 97

休学
者数
（Ｇ）

（人） （人）

25 42

収容定員
（Ａ）

左記の外国人留学生のうち

国費
留学生数

（Ｄ）

大学間交流
協定等に基
づく留学生等

数（Ｆ）
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○　別表２（学部、研究科等の定員超過の状況について） 豊橋技術科学大学

（平成18年度）

○計画の実施状況等

　特にコメントなし

49 834 93.5%

（人） （人） （％）

工学研究科 892 960 109 43 4 5

(人) （人） （人） （人） （人） （人）

（人） （％）

120.8%235

収容数
（Ｂ）

8

（人） （人）

外国人
留学生数

（Ｃ）

（学部等） (人) （人）

920 1,247工学部

（研究科等）

学部・研究科等名

1,111

留年
者数
（Ｈ）

60

（人） （人） （人）

外国政府
派遣留学
生数（Ｅ）

（人）

定員超過率
（Ｋ）

（Ｊ）／（Ａ）×100

79

（人）

超過率算定
の対象となる
在学者数

（Ｊ）
【（Ｂ）-（Ｄ,E,F,Ｇ,Iの合計）】

左記の留年者数の
うち、修業年限を
超える在籍期間が
２年以内の者の数

（Ｉ）

左記の収容数のうち

12 89

休学
者数
（Ｇ）

（人） （人）

25 53

収容定員
（Ａ）

左記の外国人留学生のうち

国費
留学生数

（Ｄ）

大学間交流
協定等に基
づく留学生等

数（Ｆ）
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○　別表２（学部、研究科等の定員超過の状況について） 豊橋技術科学大学

（平成19年度）

○計画の実施状況等

　特にコメントなし

50 843 94.5%

（人） （人） （％）

工学研究科 892 965 104 41 12 3

(人) （人） （人） （人） （人） （人）

休学
者数
（Ｇ）

（人） （人）

収容定員
（Ａ）

左記の外国人留学生のうち

国費
留学生数

（Ｄ）

大学間交流
協定等に基
づく留学生等

数（Ｆ）

収容数
（Ｂ）

（人）

1,220

16 52

定員超過率
（Ｋ）

（Ｊ）／（Ａ）×100

74

（人）

超過率算定
の対象となる
在学者数

（Ｊ）
【（Ｂ）-（Ｄ,E,F,Ｇ,Iの合計）】

左記の留年者数の
うち、修業年限を
超える在籍期間が
２年以内の者の数

（Ｉ）

左記の収容数のうち

（人）

学部・研究科等名

1,084

留年
者数
（Ｈ）

64

（人） （人） （人）

外国政府
派遣留学
生数（Ｅ）

（人）

13

外国人
留学生数

（Ｃ）

（％）

117.8%6

（人） （人）

79241

（学部等） (人)

920

（研究科等）

工学部
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